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中
国
明
朝
万
暦
九
年
（
一
五
八
一
）
の
遼
東
鎮
で
は
総
兵
官
李
成
梁
専
権
へ
の
道
が
切
り
開
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
遼
東
に
睨

み
を
効
か
せ
て
い
た
張
居
正
の
門
生
で
あ
る
巡
按
山
東
監
察
御
史
劉
臺
が
︑
こ
と
も
あ
ろ
う
に
張
居
正
の
専
横
を
弾
劾
し
た
こ
と
か
ら
︑
却
っ
て
張

居
正
の
意
を
受
け
た
勢
力
に
よ
っ
て
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
︑
政
争
の
末
に
劉
臺
︑
張
居
正
と
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
万
暦
九
年

当
時
の
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
は
こ
の
劉
臺
失
脚
に
手
を
貸
し
た
張
居
正
派
の
人
士
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
李
成
梁
と
も
気
脈
を
通
じ
て
い
た

と
見
ら
れ
て
い
る
︒
時
あ
た
か
も
︑
遼
東
鎮
は
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
か
ら
の
波
状
攻
撃
を
受
け
て
お
り
︑
こ
れ
に
毅
然
と
立
ち
向
か
っ
た
遼
陽
副
総
兵
官

曹
簠
を
却
っ
て
于
応
昌
は
手
厳
し
く
弾
劾
し
て
結
果
と
し
て
失
脚
へ
と
追
い
込
ん
だ
︒
こ
の
こ
と
は
李
成
梁
が
曹
簠
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
と

も
言
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
関
連
す
る
﹃
明
実
録
﹄
記
事
を
明
朝
档
案
史
料
と
の
比
較
か
ら
再
検
討
し
た
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

崔
吉
︑
明
朝
档
案
︑
巡
按
山
東
監
察
御
史
︑
于
応
昌
︑
曹
簠
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は
じ
め
に

　

明
朝
万
暦
九
年
（
一
五
八
一
）
の
遼
東
鎮
で
は
総
兵
官
李
成
梁
専
権
へ
の
道
が
切
り
開
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
遼
東

に
睨
み
を
利
か
せ
て
い
た
張
居
正
の
門
生
で
あ
る
巡
按
山
東
監
察
御
史
劉
臺
が
︑
こ
と
も
あ
ろ
う
に
張
居
正
の
専
横
を
弾
劾
し
た
こ
と

か
ら
︑
却
っ
て
張
居
正
の
意
を
受
け
た
勢
力
に
よ
っ
て
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
︑
政
争
の
末
に
劉
臺
︑
張
居
正
と
相
次
い
で
こ
の
世
を
去

っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
劉
臺
は
遼
東
に
お
い
て
厳
し
い
按
治
を
敷
い
た
た
め
︑
遼
東
辺
官
は
戦
功
評
価
の
誤
魔
化
し
が
通
じ
ず
︑
ゆ
え
に

首
輔
大
学
士
張
居
正
の
意
向
が
劉
臺
を
通
じ
て
遼
東
鎮
に
も
行
き
渡
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
な
に
ゆ
え
か
劉
臺

は
張
居
正
を
弾
劾
し
て
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
︒
当
時
の
遼
東
辺
官
も
こ
ぞ
っ
て
劉
臺
追
い
落
と
し
に
協
力
し
た
と
見
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
︑
万
暦
九
年
当
時
の
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
も
こ
の
劉
臺
失
脚
に
手
を
貸
し
た
張
居
正
派
の
人
士
で
あ
っ
た
︒

た
だ
︑
于
応
昌
は
劉
臺
の
よ
う
な
統
制
派
で
は
な
く
︑
李
成
梁
と
も
気
脈
を
通
じ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒
当
時
︑
遼
東
鎮
は
虜
（
モ
ン

ゴ
ル
勢
力
）
か
ら
の
波
状
攻
撃
を
受
け
て
お
り
︑
こ
れ
に
毅
然
と
立
ち
向
か
っ
た
遼
陽
副
総
兵
官
曹
簠
を
却
っ
て
于
応
昌
は
手
厳
し
く
弾

劾
し
て
結
果
と
し
て
失
脚
へ
と
追
い
込
ん
だ
︒
こ
の
こ
と
は
李
成
梁
が
曹
簠
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
が）

1
（

︑
本
稿
で

は
曹
簠
失
脚
に
繋
が
っ
た
于
応
昌
の
曹
簠
弾
劾
報
告
で
あ
る
﹃
明
実
録
﹄
記
事
を
明
朝
档
案
史
料
と
の
比
較
か
ら
再
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
筆
者
は
先
に
拙
著
﹃
明
代
遼
東
と
朝
鮮
）
2
（

﹄
の
中
で
巡
按
山
東
監
察
御
史
を
取
り
上
げ
た
︒
巡
按
山
東
監
察
御
史
に
は
︑

所
謂
﹁
九
辺
鎮
﹂
の
東
端
を
形
成
す
る
遼
東
鎮
（
遼
東
管
区
）
を
按
治
す
る
者
と
︑
山
東
布
政
使
司
・
都
指
揮
使
司
管
内
（
山
東
管
区
）
を
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按
治
す
る
者
と
が
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
領
域
を
担
当
す
る
者
は
重
な
り
合
わ
ず
︑
官
職
名
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
そ
こ
に
は
明
確
な
区

別
が
あ
っ
た
︒
遼
東
管
区
と
山
東
管
区
と
で
同
じ
官
職
名
を
使
っ
て
い
た
理
由
と
し
て
は
︑
両
管
区
と
も
明
朝
で
は
山
東
の
領
域
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
遼
東
管
区
を
按
治
す
る
者
は
﹁
巡
按
遼
東
監
察
御
史
﹂
と
も
﹃
明
実
録
﹄
で

は
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
両
管
区
の
区
別
は
当
時
に
お
い
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
扱
う
の
は
遼
東

管
区
の
巡
按
山
東
監
察
御
史
で
あ
る
が
︑
こ
の
巡
按
は
遼
東
鎮
に
関
わ
る
監
察
事
項
に
つ
い
て
遼
東
巡
撫
を
始
め
と
す
る
諸
辺
官
か
ら

報
告
を
受
け
て
皇
帝
に
上
奏
を
行
い
︑
ま
た
︑
皇
帝
か
ら
の
監
察
命
令
に
従
っ
て
取
り
調
べ
等
の
任
務
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る）

3
（

︒
た
だ
︑
遼
東
管
区
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
︑﹃
明
実
録
﹄
に
記
載
さ
れ
る
案
件
は
王
朝
領
域
内
の
全
て
の
案
件
の
ご
く
一

部
に
過
ぎ
な
い
し
︑
そ
の
記
述
内
容
の
正
確
さ
も
検
証
し
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
た
だ
︑﹃
明
実
録
﹄
を
相

対
化
で
き
る
史
料
に
乏
し
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
︑
明
代
史
研
究
の
隘
路
で
も
あ
り
続
け
て
い
る
︒

　

こ
の
中
︑
遼
東
鎮
に
関
し
て
は
遼
寧
省
档
案
館
・
遼
寧
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
上
下
（
遼
寧
書
社
︑

一
九
八
五
年
）
が
発
刊
さ
れ
︑
ま
た
︑
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
・
遼
寧
省
档
案
館
編
﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
一
○
一
冊
（
広
西
師
範
大

学
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
）
が
発
刊
さ
れ
て
︑
ご
く
一
部
と
は
言
え
︑
档
案
を
研
究
に
活
用
で
き
る
環
境
が
改
善
し
︑
上
記
の
隘
路
に
直

面
し
て
い
た
課
題
に
活
路
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
本
稿
で
﹃
明
実
録
﹄
記
載
の
于
応
昌
の
曹
簠
弾
劾
記
事
を
万
暦
九
年
の
档

案
史
料
を
活
用
し
て
検
討
が
で
き
る
の
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
︒
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一　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
万
暦
九
年
の
モ
ン
ゴ
ル
遼
東
襲
撃
に
関
連
す
る
明
朝
档
案

　

遼
東
鎮
に
関
す
る
档
案
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
稿
で
触
れ
た
が）

4
（

︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
は
主
に
遼
東
鎮
関
連
の
原
档
案
を
簡
体
字

活
字
に
置
き
換
え
た
史
料
集
で
あ
り
︑﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
は
原
档
案
を
網
羅
的
に
影
印
で
収
め
た
史
料
集
で
あ
る
︒
一
般
的
に
言

え
ば
︑
後
者
が
出
版
さ
れ
た
時
点
で
前
者
は
不
要
に
な
る
運
命
の
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
前
者
に
含
ま
れ
て
い
て
後
者
に
含
ま
れ
て

い
な
い
档
案
が
あ
り
︑
後
者
に
含
ま
れ
て
い
る
档
案
で
あ
っ
て
も
編
纂
が
杜
撰
で
あ
っ
た
の
か
︑
前
者
で
見
え
て
い
る
部
分
が
後
者
で

は
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
︑
結
局
︑
現
状
で
は
前
者
と
後
者
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
見
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る）

5
（

︒

こ
の
よ
う
な
史
料
環
境
下
に
お
い
て
万
暦
九
年
の
モ
ン
ゴ
ル
遼
東
鎮
襲
撃
に
関
す
る
档
案
は
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
拙
稿

で
触
れ
た
が）

6
（

︑
そ
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
︑
関
連
す
る
档
案
は
後
者
の
数
え
方
で
二
五
本
あ
り
︑
遼
東
鎮
の
各
衛
所
が
巡
按
山
東
監
察

御
史
に
呈
上
し
た
報
告
書
で
あ
る
︒
発
信
元
は
後
者
ベ
ー
ス
で
︑

　
　

定
遼
左
衛
指
揮
使
司 

　
　

一

定
遼
右
衛
指
揮
使
司 

　
　

一

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司　
　

九

三
万
衛
経
歴
司 

　
　

一

鉄
嶺
衛
経
歴
司 

　
　

一
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義
州
衛
指
揮
使
司 

　
　

八

広
寧
前
屯
衛 

 

　
　

一

広
寧
左
衛
左
所 

　
　

一

広
寧
衛
指
揮
使
司 

　
　

一

寧
遠
衛
経
歴
司 

　
　

一

で
あ
り
︑
遼
東
河
西
の
広
寧
・
義
州
・
寧
遠
で
十
二
本
︑
遼
東
河
東
の
遼
東
都
司
（
含　

定
遼
諸
衛
）・
三
万
・
鉄
嶺
で
十
三
本
と
︑
遼

東
の
河
西
と
河
東
で
半
分
ず
つ
で
あ
り
︑
期
間
は
万
暦
九
年
二
月
か
ら
五
月
ま
で
で
あ
り
︑
全
て
于
応
昌
が
受
け
取
っ
て
い
る
︒
こ
の

中
で
曹
簠
が
関
わ
る
档
案
は
遼
東
都
司
経
歴
司
に
関
わ
る
档
案
で
あ
り
︑
こ
れ
を
時
系
列
で
並
べ
て
み
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
档
案
名

を
後
者
（
第
何
冊
目
―
第
何
番
の
档
案
で
あ
る
か
を
示
す
）
で
示
し
︑（　
）
内
に
前
者
（
上
下
通
し
で
何
番
目
の
档
案
か
を
示
す
）
を
示
す
︒

①
九
七
―
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
官
軍
斬
獲
犯
辺
達
子
首
級
等
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
一
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司

為
虜
賊
犯
辺
官
軍
斬
獲
首
級
等
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂）

②
九
七
―
九
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
長
定
堡
哨
探
被
達
子
擄
掠
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為

竊
賊
撲
掠
長
定
堡
遠
哨
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
7
（
﹂）

③
九
七
―
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
長
安
堡
殺
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
二
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為

達
賊
在
長
安
堡
殺
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
8
（
﹂）
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④
九
七
―
六
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
哨
報
遼
陽
地
方
夷
情
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
三
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
哨
報

夷
情
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
9
（
﹂）

⑤
九
七
―
十
二
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
擄
去
長
定
堡
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
六
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為

竊
賊
騒
擾
長
定
堡
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
10
（
﹂）

⑥
九
七
―
二
十
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
清
河
堡
擄
掠
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
八
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司

為
竊
賊
在
清
河
堡
擄
掠
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
11
（
﹂）

⑦
九
七
―
十
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
騒
擾
孤
山
新
堡
搶
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
二
七
﹁
遼
東
都
司

経
歴
司
為
竊
賊
騒
擾
孤
山
新
堡
搶
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
12
（
﹂）

⑧
九
七
―
十
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
犯
辺
官
軍
迎
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
二
三
〇
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達

虜
犯
辺
官
軍
迎
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
13
（
﹂）

⑨
九
二
―
三
八
﹁
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
請
明
捕
捉
逃
故
官
軍
以
利
征
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂（
十
八
﹁
遼
東

都
司
経
歴
司
為
請
明
捉
捕
逃
故
官
軍
以
利
征
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
）
14
（
﹂）

　

以
上
の
九
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

和
田
正
広）
15
（

は
李
成
梁
と
そ
の
一
族
が
遼
東
鎮
で
影
響
力
を
強
め
て
い
く
過
程
を
丹
念
に
跡
付
け
て
い
る
が
︑
巡
按
山
東
監
察
御
史
の

劉
臺
が
宗
旨
を
翻
し
て
首
輔
張
居
正
の
専
横
を
弾
劾
す
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
件
が
起
こ
り
︑
戸
部
尚
書
張
学
顔
が
于
応
昌
ら
遼
東

撫
按
を
巻
き
込
ん
で
劉
臺
を
失
脚
に
追
い
や
っ
て
い
っ
た
後
︑
遼
東
鎮
に
お
い
て
戦
功
評
価
が
厳
格
に
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
す
る
︒
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そ
の
中
︑
遼
陽
副
総
兵
の
曹
簠
は
虜
に
対
す
る
果
敢
な
戦
闘
ぶ
り
で
知
ら
れ
た
も
の
の
︑
明
軍
の
被
害
も
大
き
く
︑
遼
東
総
兵
官
李
成

梁
は
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
︒﹃
明
実
録
﹄
万
暦
九
年
四
月
乙
巳
（
十
二
日
）
の
条
に
︑

虜
克
石
炭
・
以
児
鄧
・
小
歹
青
等
︑
聚
衆
従
長
安
堡
深
入
︒
遼
陽
副
総
兵
曹
簠
領
兵
馳
追
至
堡
東
︑
陷
虜
伏
中
︑
殺
傷
千
総
陳
鵬
・

把
総
曹
汝
楫
︑
陣
亡
官
軍
三
百
一
十
七
員
名
︑
射
死
馬
四
百
六
十
四
匹
︒
擄
去
男
婦
二
百
九
十
八
口
︑
牲
畜
糧
米
数
百
︒
御
史
于

応
昌
上
聞
︒
因
劾
簠
寡
謀
喪
師
︑
都
司
張
奇
功
策
応
観
望
︑
備
禦
崔
吉
等
設
備
不
厳
︒
乞
分
別
重
処
︒
撫
鎮
官
︑
素
有
功
︑
相
応

免
究
︒
上
命
革
曹
簠
・
張
奇
功
任
︑
并
崔
吉
等
下
巡
按
御
史
提
問
︒
周
詠
等
免
究
︒

と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
虜
の
長
安
堡
か
ら
遼
東
河
東
へ
の
侵
入
に
対
し
て
︑
曹
簠
は
持
ち
前
の
果
敢
な
堵
截
戦
法
で
応
戦
し
た
の
で

あ
る
が
︑
却
っ
て
堡
東
で
敵
の
伏
兵
に
遭
っ
て
︑
千
総
陳
鵬
・
把
総
曹
汝
楫
が
死
傷
し
︑
官
軍
の
戦
没
者
が
三
一
七
名
︑
射
殺
さ
れ
た

軍
馬
は
四
六
四
匹
に
上
っ
た
︒
ま
た
︑
男
女
二
九
八
名
が
略
取
さ
れ
︑
牲
畜
・
糧
米
数
百
が
略
奪
さ
れ
る
と
い
う
︑
惨
憺
た
る
結
果
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
は
上
奏
に
お
い
て
︑
曹
簠
が
﹁
寡
謀
喪
師
﹂︑
つ
ま
り
周
到
に
作
戦

を
練
る
こ
と
も
せ
ず
に
猪
突
猛
進
し
た
結
果
︑
軍
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
︑
都
指
揮
使
張
奇
功
は
策
応
観
望
し
︑
備
禦
崔
吉
ら
も

設
備
厳
な
ら
ず
と
し
て
弾
劾
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
重
罰
に
処
す
よ
う
求
め
た
︒
そ
の
結
果
︑
曹
簠
と
張
奇
功
は
解
任
︑
崔
吉
ら
は
巡
按
山
東

監
察
御
史
の
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
和
田
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
戦
闘
で
問
題
な
の
は
︑
虜
と
事

実
上
応
戦
し
た
の
は
曹
の
直
接
指
揮
下
の
一
軍
だ
け
で
あ
っ
て
︑
当
然
相
互
に
作
戦
を
連
絡
し
て
応
戦
す
べ
き
総
兵
は
全
然
関
知
せ
ず
︑

都
指
揮
使
張
奇
功
は
城
内
で
観
望
し
て
一
歩
も
出
ず
︑
備
禦
崔
吉
ら
も
防
禦
警
戒
の
作
戦
に
手
を
抜
い
て
い
た
不
審
な
点
が
窺
見
さ
れ
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る
︒﹂
と
す
る
︒
和
田
の
関
心
は
専
ら
李
成
梁
の
動
静
に
あ
り
︑
本
件
の
于
応
昌
に
よ
る
上
奏
で
は
︑
当
初
よ
り
︑﹁
撫
・
鎮
官
は
素
よ

り
功
あ
れ
ば
︑
相た
が
いに
応
に
究
を
免
る
べ
し
︒﹂
と
あ
り
︑
結
果
と
し
て
﹁
周
詠
ら
究
を
免
る
︒﹂
と
︑
李
成
梁
や
遼
東
巡
撫
周
詠
の
責
任

が
不
問
に
付
さ
れ
て
い
て
︑
こ
こ
に
は
李
成
梁
が
曹
簠
を
遼
東
か
ら
追
放
し
よ
う
と
す
る
謀
略
が
作
用
し
て
い
て
︑﹃
万
暦
邸
鈔
﹄
万
暦

十
九
年
秋
七
月
の
条
の
︑﹁
往
年
︑
副
将
曹
簠
は
戦
い
を
好
む
有
り
て
︑
其
の
忌
む
所
と
為
る
︒
而
し
て
︑
之
を
陥
れ
る
に
罪
を
以
て

す
︒
今
日
︑
誰
ぞ
敢
え
て
一
戦
す
る
か
︒
夫
れ
既
に
し
て
戦
い
を
肯
ん
ぜ
ず
︒
姑
く
軍
士
存
す
れ
ば
︑
城
池
を
保
守
す
る
可
き
な
り
︒﹂

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
万
暦
九
年
四
月
の
虜
の
侵
掠
事
件
の
作
戦
に
は
︑
李
成
梁
の
謀
略
が
強
く
作
用
し
て
い
た
点
が
推
測
さ
れ
る
︒﹂

と
す
る
︒

　

さ
て
︑
本
稿
の
関
心
は
和
田
の
問
題
意
識
と
は
別
に
︑﹃
明
実
録
﹄
万
暦
九
年
四
月
乙
巳
の
条
の
記
述
は
ど
こ
ま
で
跡
付
け
ら
れ
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒﹃
明
実
録
﹄
は
明
朝
皇
帝
一
代
ご
と
に
後
継
の
皇
帝
の
下
で
編
ま
れ
た
編
纂
史
料
で
あ
る
︒
こ
の
編
纂
の
土
台

と
な
っ
て
い
る
の
は
档
案
と
呼
ば
れ
る
文
書
史
料
群
で
あ
る
︒
た
だ
︑
明
朝
の
档
案
は
明
清
の
王
朝
交
替
等
に
よ
っ
て
殆
ど
散
逸
し
た

と
見
ら
れ
︑
現
在
に
お
い
て
も
明
代
の
史
実
確
定
に
お
い
て
は
︑﹃
明
実
録
﹄
を
基
軸
と
し
て
文
集
や
地
方
志
︑
各
種
奏
疏
類
を
併
せ
調

べ
る
手
法
は
常
套
で
あ
る
︒
な
お
︑
洪
武
年
間
と
万
暦
・
泰
昌
・
天
啓
年
間
に
お
い
て
は
起
居
注
官
が
置
か
れ
て
起
居
注
が
作
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
︑
洪
武
年
間
の
起
居
注
は
例
外
的
に
一
部
分
が
残
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
ま
と
ま
っ
て
残
る
の
は
明
朝
末
期
で
あ
る
︒
起

居
注
は
実
録
編
纂
の
最
も
重
要
な
原
典
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
比
較
で
き
る
期
間
は
限
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
明
朝
を
通
代
で
見
た
場

合
︑﹃
明
実
録
﹄
は
な
お
基
軸
た
り
得
る
史
料
で
あ
る
も
の
の
︑
編
纂
史
料
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を

俟
た
な
い
︒



曹簠と于応昌

― 209 ―

二　

 

①
九
七
―
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
官
軍
斬
獲
犯
辺
達
子
首
級
等
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂

の
検
討

　

さ
て
︑
こ
れ
ら
の
档
案
を
①
か
ら
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
︒
た
だ
①
は
拙
稿
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で）
16
（

︑
要
点
だ
け
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
︒
本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
二
月
二
二
日
か
ら
翌
三
月
六
日
に
か

け
て
虜
と
行
っ
た
戦
闘
に
つ
い
て
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
（
以
下
︑
遼
東
都
司
経
歴
司
）
に
送
っ
た
報
告
書
で
あ
り
︑
こ
れ
を
本
司
は

巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
て
戦
功
評
価
を
求
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
档
案
は
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒

Ａ　

市
夷
那
安
児
等
の
報
↓
鎮
静
守
備
劉
崇
政
の
稟
↓
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
の
憲
牌
↓
分
守
遼
海
東
寧
道
張
参
政
の
手
本
↓

曹
簠
の
順
に
伝
わ
っ
て
来
た
情
報

　

遼
東
河
西
に
あ
る
総
兵
官
の
居
城
で
あ
る
広
寧
城
に
属
す
る
鎮
静
堡
守
備
の
劉
崇
政
が
市
夷
の
那
安
児
等
の
報
告
を
受
け
て
︑
報
告

を
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
互
市
に
出
入
り
す
る
市
夷
を
通
じ
て
土
蛮
ら
が
入
貢
を
求
め
︑
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
侵

攻
と
い
う
手
段
に
訴
え
る
計
画
を
立
て
て
い
る
と
い
う
情
報
で
あ
り
︑
鎮
静
守
備
の
劉
崇
政
の
報
告
が
一
旦
︑
巡
按
山
東
監
察
御
史
于

応
昌
に
上
げ
ら
れ
︑
于
応
昌
か
ら
遼
東
河
東
の
分
守
遼
海
東
寧
道
張
参
政
に
情
報
が
下
り
︑
張
参
政
か
ら
曹
簠
に
情
報
が
上
げ
ら
れ
て

い
る
︒
当
然
に
し
て
︑
鎮
静
守
備
の
劉
崇
政
か
ら
の
稟
は
当
然
︑
総
兵
官
李
成
梁
の
元
に
届
い
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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ʙ　

夷
人
王
台
差
部
落
の
報
↓
開
原
参
将
楊
五
典
の
稟
↓
欽
差
鎮
守
遼
東
総
兵
官
寧
遠
伯
李
の
火
牌
↓
曹
簠
の
順
に
伝
わ
っ
て
来
た

情
報

　

遼
東
河
東
の
開
原
参
将
楊
五
典
が
夷
人
の
王
台
が
寄
越
し
た
部
落
の
報
を
受
け
て
報
告
を
上
げ
た
も
の
で
︑
遼
東
鎮
・
開
原
の
馬
市

に
出
入
り
す
る
ジ
ュ
シ
ェ
ン
の
王
台
が
人
を
遣
わ
し
て
︑
大
虜
達
子
の
老
撒
卜
児
亥
ら
五
人
の
リ
ー
ダ
ー
は
西
北
に
着
陣
し
︑
南
朝
（
明

朝
）
地
方
へ
の
攻
撃
を
計
画
し
て
い
る
情
報
を
通
報
し
て
来
た
︒
そ
こ
で
開
原
参
将
の
楊
五
典
は
辺
境
に
対
す
る
攻
撃
計
画
だ
っ
た
た

め
総
兵
官
に
情
報
を
上
げ
︑
総
兵
官
を
経
由
し
て
開
原
に
近
い
遼
東
河
東
の
遼
陽
城
に
居
城
す
る
副
総
兵
官
曹
簠
に
指
示
を
出
し
た
も

の
で
あ
る
︒

Ⓒ　

欽
差
巡
撫
遼
東
都
御
史
周
詠
の
憲
牌
↓
曹
簠
の
順
に
も
た
ら
さ
れ
た
指
示

　

鎮
静
堡
と
開
原
か
ら
の
情
報
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
遼
東
河
西
・
広
寧
城
に
居
城
す
る
巡
撫
周
詠
は
曹
簠
に
対
し
て
︑
軍
隊
を
整
え
︑

遠
方
ま
で
探
索
を
行
い
︑
人
や
家
畜
を
収
容
し
て
守
備
を
厳
し
く
す
る
よ
う
に
と
の
注
意
喚
起
を
行
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
①
②
の
情
報
は

遼
東
巡
撫
の
周
詠
に
も
上
げ
ら
れ
て
い
て
︑
曹
簠
に
遼
東
河
東
の
防
備
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

Ｄ　

曹
簠
に
直
接
も
た
ら
さ
れ
た
報
告

Ｄ
1　

万
暦
九
年
二
月
二
二
日　

遼
陽
城
附
属
の
長
勇
備
禦
何
応
魁
が
夜
不
収
王
成
を
派
遣
し
て
報
告
し
て
来
た
情
報
で
︑
二
一
日
に

達
賊
十
騎
ば
か
り
の
侵
入
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
曹
簠
は
分
守
遼
海
東
寧
道
参
政
張
と
と
も
に
官
軍
・
家
丁
を
率
い
て
本
日
（
恐

ら
く
二
二
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
）
に
長
勇
堡
に
赴
い
て
駐
防
し
︑
三
月
三
日
に
至
っ
て
同
じ
遼
陽
城
附
属
の
長
勝
堡
に
移
動
し
た
︒
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Ｄ
2　

万
暦
九
年
三
月
六
日
午
前
六
時
頃　

守
長
勝
堡
百
戸
古
大
相
の
稟
に
よ
り
達
賊
の
接
近
が
知
ら
さ
れ
た
の
で
︑
曹
簠
は
即
座
に

中
軍
范
芝
等
官
軍
・
家
丁
を
率
い
て
辺
沿
い
に
追
跡
し
て
虎
伯
大
臺
で
待
ち
構
え
た
︒

Ｄ
3　

遼
陽
城
附
属
の
長
安
備
禦
崔
吉
が
夜
不
収
王
義
を
派
遣
し
て
稟
を
も
た
ら
し
︑
達
賊
百
十
騎
余
が
長
安
堡
の
孫
真
臺
南
空
よ
り

一
半
が
進
入
︑
一
半
は
墻
外
に
在
っ
た
が
︑
す
ぐ
に
撤
退
し
た
と
報
告
し
た
の
で
︑
曹
簠
は
中
軍
の
范
芝
︑
旗
鼓
兼
管
家
丁
事
の
楊
四

維
︑
備
禦
の
崔
吉
・
何
応
魁
・
千
総
の
凌
雲
・
周
體
元
・
王
景
魁
・
陳
鵬
・
金
承
武
・
佟
暹
︑
把
総
の
李
志
公
・
郭
文
才
・
白
万
鎰
・

金
文
高
・
王
善
・
佟
棟
・
潘
汝
楫
・
張
大
化
・
佟
応
科
・
李
開
先
・
石
定
玉
・
王
延
祚
・
馬
騰
霄
・
守
堡
の
古
大
相
・
呉
胤
祖
を
率
い

て
孫
真
台
南
空
か
ら
出
境
し
︑
追
撃
し
て
爛
蒲
河
に
至
っ
て
賊
に
追
い
つ
い
た
︒
そ
こ
で
号
令
一
下
︑
軍
や
家
丁
の
曹
珮
・
曹
天
得
・

曹
国
勲
ら
を
率
い
て
︑
乱
戦
と
な
っ
た
︒
本
営
で
は
首
級
六
顆
を
斬
獲
し
︑
敗
走
す
る
敵
を
追
っ
て
中
遼
河
で
さ
ら
に
首
級
九
顆
を
斬

獲
し
た
︒
長
安
備
禦
崔
吉
の
部
下
が
首
級
一
顆
を
斬
り
︑
長
勇
備
禦
何
応
魁
の
部
下
が
首
級
五
顆
を
斬
り
︑
総
計
で
斬
首
の
数
は
二
一

顆
と
な
り
︑
降
夷
の
証
言
で
本
営
の
姚
得
勝
は
賊
首
の
哈
当
打
剌
漢
を
斬
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
︑
獲
得
し
た
達
馬
は
十
六
匹

（
本
営
十
四
匹
・
備
禦
何
応
魁
の
部
下
が
二
匹
）︑
射
殺
し
た
達
馬
十
三
匹
︑
ま
た
︑
甲
五
副
︑
盔
五
頂
︑
弓
箭
二
一
副
︑
夷
器
等
を
獲
得
し

た
︒
味
方
の
死
傷
者
は
︑
死
亡
が
長
安
堡
夜
不
収
の
侯
得
山
・
長
勇
堡
夜
不
収
の
王
尚
卿
の
二
名
︑
負
傷
が
本
営
の
家
丁
于
見
ら
二
一

名
︑
射
殺
さ
れ
た
官
馬
は
十
七
匹
（
本
営
馬
十
四
匹
︑
長
安
堡
馬
一
匹
︑
長
勇
等
堡
馬
二
匹
）︑
賊
の
内
地
へ
の
侵
入
と
人
畜
の
略
取
は
無
か

っ
た
︒

Ｄ
4　

こ
の
三
月
六
日
の
戦
闘
に
つ
い
て
︑
曹
簠
は
す
で
に
そ
の
経
過
・
成
果
・
被
害
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
︑
曹
簠
の
率
い
る
部

隊
は
曹
簠
自
身
が
率
い
る
本
営
︑
長
安
備
禦
指
揮
崔
吉
隊
及
び
長
勇
備
禦
都
指
揮
何
応
魁
隊
の
三
グ
ル
ー
プ
か
ら
形
成
さ
れ
︑
長
安
備

禦
指
揮
崔
吉
の
呈
及
び
長
勇
備
禦
都
指
揮
何
応
魁
の
呈
に
よ
っ
て
曹
簠
は
崔
吉
隊
及
び
何
応
魁
隊
の
戦
闘
経
過
等
の
報
告
書
を
作
成
し
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て
い
る
︒

三　
 

②
九
七
―
九
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
長
定
堡
哨
探
被
達
子
擄
掠
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の

検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
三
月
十
四
日
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
報
告
書

を
︑
本
司
が
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
曹
簠
は
九
月
十
三
日
午
前
八
時
頃
︑
遼
陽

城
附
属
の
長
安
堡
備
禦
指
揮
崔
吉
か
ら
の
報
告
で
︑
守
長
定
堡
徐
国
忠
が
十
一
日
午
後
六
時
頃
︑
夜
不
収
の
力
漢
・
何
文
甫
・
洪
朶
遂

の
三
名
を
偵
察
に
放
ち
︑
同
堡
馬
門
か
ら
出
境
さ
せ
て
︑
代
子
河
東
岸
沿
い
に
偵
察
さ
せ
︑
軍
夜
の
何
雲
・
龐
春
と
代
子
河
の
黒
豆
窩

浅
で
見
張
り
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
十
二
日
午
前
十
時
頃
︑
力
漢
ら
が
帰
還
し
て
報
告
す
る
に
は
代
子
河
対
岸
の
西
岸
で
達
賊
の
騎
馬
隊

二
〇
騎
余
が
火
を
放
っ
て
い
る
の
で
︑
何
文
甫
ら
に
見
張
ら
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
報
告
に
先
立
っ
て
︑

達
賊
は
夜
陰
に
乗
じ
て
渡
過
し
て
何
文
甫
・
何
雲
・
龐
春
を
連
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
︒
午
後
十
時
頃
︑
夜
不
収
趙
四
ら
を
出
境
さ
せ
て

河
沿
い
を
捜
索
さ
せ
た
が
骸
も
な
く
︑
馬
十
数
匹
の
足
跡
が
略
取
の
現
場
か
ら
半
里
ば
か
り
続
い
て
再
び
河
を
渡
っ
て
西
北
に
去
っ
て

い
た
︒
た
だ
︑
達
賊
侵
入
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
本
司
は
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌

に
措
置
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
日
時
が
何
時
で
あ
る
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
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四　

 

③
九
七
―
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
長
安
堡
殺
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の

検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
三
月
十
七
日
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
達
賊
騎

兵
部
隊
の
侵
入
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
三
月
十
八
日
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
曹
簠
は
三
月

十
六
日
正
午
頃
︑
遼
陽
城
附
属
の
長
安
堡
備
禦
武
挙
署
指
揮
僉
事
崔
吉
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
が
︑
こ
の
報
告
は
守
長
安
堡
指
揮
呉
胤

祖
の
報
告
に
基
づ
い
て
お
り
︑
三
月
十
五
日
午
後
八
時
頃
に
本
堡
瞭
火
軍
人
馬
敬
か
ら
の
報
告
で
堡
北
沿
臺
か
ら
烽
火
と
砲
撃
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
︑
監
虎
伯
大
臺
夜
不
収
劉
朝
用
の
走
報
で
境
外
に
物
見
を
し
た
と
こ
ろ
︑
騎
馬
馬
賊
七
・
八
騎
が
虎
伯
大
臺
に
接
近
し

た
た
め
︑
左
右
の
隣
臺
と
と
も
に
一
斉
に
烽
火
を
挙
げ
て
砲
撃
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
同
じ
く
崔
吉
か
ら
の
報
告

で
︑
崔
吉
は
官
軍
を
率
い
て
代
子
河
を
渡
っ
て
虜
の
侵
入
口
で
応
戦
す
る
一
方
︑
同
十
六
日
午
前
四
時
頃
︑
長
定
堡
擺
撥
夜
不
収
紀
秀

の
報
告
で
同
日
午
前
二
時
頃
︑
達
賊
七
・
八
騎
が
侵
入
し
て
牛
・
馬
・
驢
馬
を
奪
っ
て
去
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
際
︑
馬
家

屯
・
王
老
屯
で
三
名
射
殺
︑
四
名
負
傷
︑
牛
・
馬
・
驢
馬
が
十
三
頭
奪
わ
れ
た
こ
と
も
報
告
が
あ
っ
た
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で

あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に
情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
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五　

④
九
七
―
六
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
哨
報
遼
陽
地
方
夷
情
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
三
月
十
八
日
頃
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
同
月

十
六
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
の
達
賊
情
報
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
三
月
十
九
日
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た

も
の
で
あ
る
︒
曹
簠
は
三
月
十
六
日
に
遼
陽
城
附
属
の
長
勇
堡
備
禦
の
何
応
魁
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
同
じ
く
長
勝
守
堡
の
古

大
相
か
ら
の
報
告
に
よ
る
も
の
で
︑
十
五
日
︑
堡
北
小
墩
直
日
甲
軍
梅
則
の
瞭
見
に
よ
り
︑
境
外
蓮
花
堝
迤
西
で
達
賊
約
二
百
騎
余
が

南
下
し
つ
つ
放
火
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
長
勇
守
堡
佟
惟
勲
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
堡
北
沙
河
南
空
直
日
甲
軍
沈
処

二
の
瞭
見
で
︑
境
外
旧
獐
駅
站
城
で
突
如
︑
達
賊
の
往
来
が
四
度
あ
り
︑
約
六
︑
七
十
騎
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
守
堡
古
大
相
の

報
告
で
︑
十
六
日
︑
回
郷
人
丁
で
あ
る
郭
召
の
子
の
供
は
広
寧
左
衛
の
人
で
あ
り
︑
そ
の
証
言
で
は
錦
州
管
理
下
の
沙
河
堡
に
住
ん
で

い
た
が
達
賊
に
略
取
さ
れ
︑
売
ら
れ
て
大
虜
達
子
の
哈
里
土
の
戸
営
内
に
い
た
が
︑
現
在
︑
達
子
都
督
の
頭
児
・
白
要
大
ら
は
達
子
三

千
を
率
い
︑
遼
河
東
岸
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
放
牧
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
︑
四
日
に
は
衆
達
子
は
夜
間
︑
好
馬
の
背
に
鞍
子
・

弓
箭
を
装
着
し
︑
馬
頭
を
枕
に
睡
眠
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
で
あ
っ
た
︒
ま
た
十
七
日
︑
長
安
備
禦
崔
吉
の
報
告
で
は
︑
長
安
等

四
堡
守
堡
呉
胤
祖
ら
の
報
告
に
拠
る
も
の
で
あ
る
が
︑
辺
外
一
帯
で
達
賊
が
昼
夜
分
か
た
ず
火
を
放
っ
て
い
て
︑
そ
の
規
模
は
七
︑
八

十
騎
に
な
り
︑
辺
外
の
高
台
で
動
静
を
窺
い
︑
隙
に
乗
じ
て
侵
略
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
本
月
十
七
日
午
前
八

時
頃
に
な
る
と
︑
守
堡
呉
胤
祖
の
報
告
に
よ
り
︑
達
賊
百
十
騎
余
が
辺
境
に
至
っ
て
様
子
を
窺
っ
て
い
た
が
︑
久
し
く
し
て
戻
っ
て
行

っ
た
︒
正
午
頃
に
な
る
と
︑
長
定
堡
徐
国
忠
の
報
告
で
達
賊
約
四
︑
五
百
騎
が
牲
畜
数
千
を
率
い
て
代
子
河
の
西
で
牧
放
し
た
と
い
う
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こ
と
で
あ
っ
た
︒
同
時
刻
︑
ま
た
長
寧
守
堡
魯
文
の
報
告
で
は
︑
境
外
の
代
子
河
の
西
で
達
賊
四
︑
五
十
騎
が
北
へ
と
移
動
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
長
静
守
堡
金
世
忠
の
報
告
で
は
︑
境
外
の
代
子
河
の
西
で
達
賊
三
︑
四
騎
が
青
堝
で
河
東
に
渡
河
し

て
青
堝
上
に
立
っ
て
長
い
間
窺
っ
て
い
た
が
︑
ま
た
渡
河
し
て
西
へ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
十
八
日
︑
ま
た
金
世
忠
の
報
告

は
看
死
河
浅
夜
不
収
王
浦
の
瞭
見
に
よ
り
︑
代
子
河
の
西
で
西
北
方
面
か
ら
来
た
達
賊
約
三
︑
四
百
騎
が
浦
爛
に
至
り
西
頭
に
留
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
曹
簠
に
集
ま
る
報
告
は
長
勇
堡
備
禦
何
応
魁
・
長
安
備
禦
崔
吉
に
情
報
が
集
約
さ
れ
た
後
に
な
さ
れ

て
い
る
︒
曹
簠
は
こ
れ
ら
の
報
告
を
元
に
︑
分
守
遼
海
東
寧
道
張
参
政
と
会
同
し
︑
所
属
の
守
辺
官
員
に
は
兵
員
を
整
え
︑
常
に
敵
の

動
静
を
探
索
し
て
備
え
る
ほ
か
︑
遼
陽
城
管
轄
下
の
六
堡
の
辺
外
で
虜
賊
が
牲
畜
を
放
牧
し
︑
代
子
河
の
浅
瀬
を
窺
い
︑
常
に
侵
略
の

機
会
を
狙
い
︑
日
が
久
し
く
な
れ
ば
馬
も
逞
し
く
な
る
が
︑
現
時
点
で
は
直
近
に
侵
入
し
た
虜
賊
の
馬
は
疲
れ
て
い
る
よ
う
で
︑
こ
れ

を
好
機
に
剿
殺
し
た
い
が
︑
我
が
方
の
軍
も
救
援
が
な
く
て
弱
い
の
が
困
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
た
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で

あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に
情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

六　

 

⑤
九
七
―
十
二
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
擄
去
長
定
堡
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の

検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
四
月
二
日
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
三
月
三
十

日
か
ら
四
月
一
日
に
か
け
て
の
達
賊
襲
撃
と
応
戦
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
同
日
中
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た

も
の
で
あ
る
︒﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
で
は
本
司
送
付
日
を
四
月
三
日
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
︒
曹
簠
は
遼
陽
城
附
属
の
長
安
備
禦
指
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揮
崔
吉
の
報
告
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
四
月
一
日
︑
守
長
定
堡
指
揮
徐
国
忠
の
報
告
に
拠
る
も
の
で
︑
三
月
三
十
日
午
後
十
時
頃
︑
本
堡

瞭
火
軍
人
白
俊
の
報
告
で
︑
堡
北
沿
辺
各
臺
が
烽
火
を
挙
げ
放
砲
し
て
い
る
の
を
瞭
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
同
時
︑
沿
辺
擺

撥
夜
不
収
の
周
鐸
の
報
告
で
︑
達
賊
七
騎
が
孫
家
庄
臺
北
空
窇
墻
か
ら
侵
入
し
た
と
の
こ
と
で
︑
崔
吉
は
官
軍
を
率
い
て
応
戦
に
出
る

と
と
も
に
周
鐸
の
下
に
夜
不
収
馬
来
二
を
差
遣
し
た
と
こ
ろ
︑
長
安
堡
東
で
前
賊
と
遭
遇
し
て
左
脇
に
一
箭
を
受
け
て
負
傷
し
︑
官
馬

二
匹
を
奪
わ
れ
た
︒
馬
来
二
ら
の
報
告
を
受
け
た
崔
吉
は
夜
不
収
李
安
全
を
急
ぎ
派
し
て
曹
簠
に
報
告
を
上
げ
︑
ま
た
崔
吉
の
家
丁
三

十
名
を
東
南
腹
裏
の
村
屯
に
派
遣
し
て
捜
索
さ
せ
た
︒
曹
簠
も
崔
吉
の
報
告
に
接
し
て
家
丁
百
名
を
投
入
し
て
追
跡
し
︑
土
臺
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
︒
達
賊
は
東
西
か
ら
挟
み
撃
ち
に
さ
れ
る
形
勢
に
午
前
零
時
頃
︑
本
堡
北
の
水
口
臺
北
空
か
ら
出
境
し
て
去
っ
た
︒

以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で
あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に
情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

七　

 

⑥
九
七
―
二
十
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
清
河
堡
擄
掠
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂

の
検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
四
月
五
日
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
三
月
三
十

日
か
ら
四
月
一
日
に
か
け
て
の
達
賊
襲
撃
と
応
戦
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
四
月
の
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
巡
按
山
東
監
察
御

史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
曹
簠
は
靉
陽
城
堡
附
属
の
清
河
守
備
都
指
揮
宿
振
武
の
報
告
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
四
月
一
日
︑
守

清
河
堡
指
揮
王
用
中
の
報
告
に
よ
り
︑
同
日
午
後
八
時
頃
︑
突
如
と
し
て
塔
児
山
臺
で
雙
梆
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
の
が
聞
こ
え
た
の
で
︑

宿
振
武
は
即
時
に
官
軍
・
家
丁
を
統
領
し
て
堡
の
西
の
乾
河
児
ま
で
駆
け
つ
け
て
敵
を
迎
え
撃
っ
た
︒
ま
た
︑
馬
忽
里
臺
守
口
夜
不
収
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□
敢
児
の
報
告
で
︑
午
後
六
時
頃
︑
物
見
で
歩
行
す
る
達
賊
五
︑
六
名
が
本
堡
臺
空
騰
嶺
躧
山
か
ら
侵
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
宿
振

武
は
配
下
を
率
い
て
馳
せ
参
じ
︑
ま
た
︑
各
臺
が
雙
梆
を
打
ち
鳴
ら
し
た
と
こ
ろ
︑
達
賊
は
侵
入
路
か
ら
出
境
し
て
去
っ
た
︒
宿
振
武

は
追
撃
を
掛
け
よ
う
と
し
た
が
︑
夜
陰
で
あ
り
山
険
し
く
林
は
繁
茂
し
て
い
て
伏
兵
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
︑
兵
を
纏
め
て
堡
に
戻
っ
て

防
守
す
る
ほ
か
︑
被
害
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
守
清
河
堡
指
揮
王
用
中
配
下
の
男
子
二
名
︑
姚
謙
と
李
承
徳
が
連
れ
去
ら
れ
︑
ま
た
牛

三
頭
が
奪
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で
あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に

情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

八　

 

⑦
九
七
―
十
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
騒
擾
孤
山
新
堡
搶
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈

文
﹂
の
検
討

　

本
档
案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
四
月
九
日
に
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
っ
た
四
月
二
日

の
達
賊
襲
撃
と
応
戦
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
四
月
十
日
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
曹
簠
は
靉

陽
城
堡
附
属
の
清
河
守
備
都
指
揮
宿
振
武
の
報
告
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
四
月
四
日
︑
守
孤
山
新
堡
千
戸
金
鳳
の
報
告
に
よ
り
︑
四
月
二

日
午
後
四
時
頃
︑
突
如
と
し
て
堡
南
か
ら
雙
梆
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
の
が
聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
で
︑
宿
振
武
は
人
畜
を
収
容
す
る
と

と
も
に
︑
即
時
︑
官
軍
を
率
い
て
隨
興
墩
ま
で
馳
せ
至
っ
た
と
こ
ろ
︑
守
界
守
墩
夜
不
収
崔
馬
你
と
遭
遇
し
て
報
告
を
得
た
︒
そ
こ
で

は
午
後
二
時
頃
︑
界
守
南
空
を
歩
行
す
る
達
賊
約
十
数
名
余
を
瞭
見
し
た
︒
彼
ら
は
山
を
越
え
て
小
乾
岔
峪
へ
と
急
い
で
略
奪
に
行
っ

た
と
い
う
の
で
︑
即
時
に
追
撃
を
始
め
た
︒
賊
は
官
軍
の
声
勢
を
見
て
︑
急
ぎ
来
た
道
を
引
き
返
し
て
出
境
し
て
去
っ
た
︒
宿
振
武
は
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追
撃
を
掛
け
よ
う
と
し
た
が
︑
暗
く
な
っ
て
山
険
し
く
林
は
繁
茂
し
て
い
て
伏
兵
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
︑
兵
を
纏
め
て
堡
に
戻
っ
て
防

守
す
る
ほ
か
︑
被
害
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
守
孤
山
新
堡
千
戸
金
鳳
来
配
下
の
男
子
二
名
︑
蘇
五
と
張
三
が
連
れ
去
ら
れ
︑
ま
た
驢
馬

一
頭
が
奪
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で
あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に

情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

九　

⑧
九
七
―
十
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
犯
辺
官
軍
迎
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
検
討

　

本
档
案
は
表
紙
が
残
っ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
万
暦
九
年
四
月
十
三
日
以
降
に
遼
東
都

司
経
歴
司
に
送
っ
た
︑
大
虜
が
軍
を
率
い
て
辺
境
を
圧
迫
し
た
た
め
︑
四
月
十
二
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
官
軍
・
家
丁
を
率
い
て
奮

勇
血
戦
し
︑
首
級
を
斬
獲
し
︑
達
馬
・
夷
器
を
獲
得
し
た
等
の
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
︑
本
司
が
四
月
十
八
日
に
巡
按
山
東
監
察

御
史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
れ
を
﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
が
四
月
十
六
日
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
︒
さ
て
︑

曹
簠
は
四
月
七
日
︑
分
守
道
張
参
政
と
会
同
し
て
備
禦
管
中
軍
事
范
芝
ら
官
軍
・
家
丁
を
率
い
て
督
工
委
官
宋
継
殷
ら
の
率
い
る
軍
夫

と
長
安
堡
に
赴
い
て
辺
墻
を
修
築
し
た
︒
同
日
︑
本
道
の
手
本
を
受
け
取
っ
た
と
こ
ろ
︑
巡
撫
遼
東
地
方
兼
賛
理
軍
務
都
察
院
右
副
都

御
史
周
詠
の
憲
牌
を
受
け
た
も
の
で
︑
広
寧
城
附
属
の
鎮
静
守
備
劉
崇
正
の
報
告
に
基
づ
き
︑
夷
人
□
大
差
部
落
陳
達
子
ら
が
関
所
に

来
て
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
速
把
亥
哥
児
た
ち
が
会
合
し
て
の
話
で
は
︑
先
に
小
頭
児
に
達
子
を
率
い
さ
せ
て
三
岔
河
迤
東
に
派
遣

し
て
略
奪
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
宿
営
か
ら
旧
遼
陽
迤
南
に
行
き
︑
西
夷
の
克
石
炭
の
男
（
息
子
）
で

あ
る
阿
恵
を
迎
遇
し
て
花
大
の
女
婿
と
し
よ
う
と
も
言
い
︑
達
子
を
率
い
て
盔
甲
を
積
ん
で
︑
急
ぎ
花
大
の
営
裏
へ
と
向
か
う
と
い
う
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こ
と
で
あ
っ
た
︒
元
来
︑
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
︑
大
小
の
頭
児
を
集
め
て
︑
四
月
十
五
日
に
遼
陽
・
瀋
陽
一
帯
を
侵
略
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
の
憲
牌
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
虜
情
に
警
戒
す
る
よ
う

に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
︒
こ
の
憲
牌
は
ま
た
守
備
劉
崇
正
が
部
下
を
派
遣
し
て
報
告
し
て
来
た
こ
と
で
あ
り
︑
守
堡
張
大
功
の
報
告
に

よ
り
︑
通
事
張
尚
徳
が
審
得
し
た
こ
と
に
依
拠
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
太
寧
衛
夷
人
頭
児
速
把
亥
の
営
の
下
部
落
の
達
子
で
あ
る
老
漢

ら
五
騎
が
急
ぎ
関
所
に
来
て
売
買
を
し
た
時
に
言
っ
た
と
こ
ろ
で
は
︑
営
に
居
た
時
に
西
夷
の
阿
亥
営
の
部
落
達
子
の
孔
牙
赤
・
小
厮

の
二
名
が
花
大
の
営
に
来
て
父
母
の
見
舞
い
を
し
て
い
た
と
言
い
︑
ま
た
︑
頭
児
の
克
石
炭
・
以
児
鄧
・
小
歹
青
・
卜
言
兎
・
阿
亥
ら

の
達
子
は
先
に
盔
甲
・
小
張
房
・
擠
奶
子
を
騍
馬
に
積
み
︑
す
で
に
境
外
の
旧
遼
陽
後
に
至
っ
て
居
住
し
て
い
て
︑
各
頭
脳
が
到
着
す

る
の
を
待
ち
︑
兵
員
を
集
合
さ
せ
︑
今
月
十
日
頃
に
遼
陽
・
瀋
陽
・
海
州
地
方
に
侵
攻
し
︑
密
か
に
進
ん
で
︑
広
寧
関
の
東
西
の
地
域

を
襲
う
と
明
確
に
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︑
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
征
虜
前
将
軍
鎮
守
遼
東
地
方
総
兵
官
太
保
兼
太
□（
子
）

太
保
寧
遠
伯
李
成
梁
の
火
牌
を
受
け
た
も
の
で
︑
そ
こ
で
は
ま
た
劉
崇
正
の
報
告
に
よ
り
前
述
し
た
内
容
で
あ
り
︑
本
職
（
曹
簠
の
こ
と

か
）
は
兵
員
・
馬
匹
を
整
え
︑
斥
候
を
出
し
て
哨
探
し
︑
人
畜
を
収
容
し
︑
兵
員
を
徴
発
し
て
単
堡
の
守
備
に
貼
り
つ
か
せ
る
よ
う
に

せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
曹
簠
は
指
示
内
容
を
尊
重
し
て
所
属
の
参
将
・
遊
撃
・
備
禦
・
守
堡
等
の
各
々
に
兵

員
を
整
え
て
収
容
し
︑
哨
戒
し
て
備
え
︑
把
総
金
文
高
を
隨
撥
し
て
官
軍
二
百
名
を
率
い
て
雙
土
臺
屯
に
駐
防
し
︑
選
鋒
把
総
李
開
先

は
官
軍
二
百
名
を
率
い
て
王
大
人
屯
に
駐
防
し
︑
お
の
お
の
種
ま
き
を
防
護
さ
せ
︑
警
報
が
あ
れ
ば
︑
機
を
見
て
戦
守
す
る
よ
う
に
さ

せ
た
︒
そ
の
後
︑
本
月
十
一
日
午
後
十
時
頃
︑
ま
た
撫
鎮
の
白
牌
（
巡
撫
の
指
示
書
）
と
火
牌
（
総
兵
官
の
指
示
書
）
を
受
け
取
っ
た
が
︑

防
備
の
こ
と
で
あ
り
︑
鎮
静
守
備
劉
崇
正
の
報
告
に
拠
り
︑
市
夷
の
伝
報
を
伝
え
て
来
た
が
︑
西
虜
の
克
石
炭
と
息
子
の
阿
亥
が
速
把

亥
の
大
小
委
正
で
あ
る
以
児
鄧
ら
の
衆
達
子
一
万
騎
余
と
合
流
し
︑
旧
遼
陽
に
下
営
し
︑
四
月
十
五
日
頃
に
遼
陽
・
瀋
陽
を
襲
う
こ
と
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を
許
可
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
た
言
う
と
こ
ろ
で
は
︑
鉄
嶺
山
裏
の
ま
だ
襲
っ
て
い
な
い
地
方
を
襲
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
︒
ま
た
︑
本
職
に
兵
員
を
整
え
て
万
分
も
防
備
に
慎
む
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
受
け
指
示
通
り
に
し
た
ほ
か
︑
十
二

日
午
前
六
時
頃
︑
長
安
守
堡
呉
胤
祖
の
報
告
に
よ
る
と
︑
堡
北
沿
辺
で
雙
旗
が
掲
げ
ら
れ
︑
砲
撃
と
烽
火
が
上
が
っ
た
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
︒
本
職
は
報
告
に
接
し
︑
一
方
で
は
軍
夫
を
集
め
て
堡
に
入
れ
て
避
難
さ
せ
︑
備
禦
崔
吉
に
伝
令
を
出
し
て
次
々
と
人
畜
を
収
容

さ
せ
︑
一
方
で
は
中
軍
范
芝
ら
を
率
い
︑
備
禦
崔
吉
ら
の
軍
と
併
せ
て
︑
堡
北
の
河
の
南
岸
の
臺
に
馳
せ
至
っ
て
迎
撃
す
る
こ
と
と
し

た
︒
崔
吉
が
元
来
差
遣
し
た
督
臺
夜
不
収
の
田
頼
二
の
報
告
で
は
︑
達
賊
は
約
五
千
騎
余
で
あ
り
︑
孫
真
臺
南
□
空
よ
り
三
路
に
分
か

れ
て
侵
入
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
夜
不
収
孫
三
漢
の
報
告
で
は
︑
達
賊
は
約
一
万
騎
余
で
あ
り
︑
孫
真
臺
南
北
の
両
空
か
ら
継
進
し
︑

前
賊
と
と
も
に
新
城
李
守
中
等
の
屯
へ
と
急
速
に
進
軍
し
︑
河
を
過
っ
て
東
へ
と
侵
攻
し
た
︒
本
職
は
存
留
守
堡
呉
胤
祖
・
管
夫
委
官

宋
継
殷
・
常
思
忠
・
呉
廷
臣
・
崇
添
貴
・
高
国
臣
・
呉
良
臣
・
王
大
言
・
許
国
忠
・
王
朝
斌
・
李
善
継
ら
を
従
え
︑
軍
夫
を
率
い
て
守

堡
城
外
を
護
る
と
と
も
に
︑
本
職
は
軍
を
旋
回
さ
せ
て
︑
管
家
丁
千
総
陳
鵬
ら
の
家
丁
を
率
い
て
前
鋒
と
な
り
︑
中
軍
范
芝
・
旗
鼓
管

家
丁
事
楊
四
維
・
備
禦
崔
吉
・
千
総
の
凌
雲
・
金
承
武
・
周
體
元
・
徐
翡
・
張
棟
・
王
景
魁
・
把
総
の
白
万
鎰
・
王
善
・
佟
棟
・
潘
汝

楫
・
石
定
玉
・
王
延
祚
・
佟
応
科
・
張
大
化
・
楊
大
璞
ら
官
軍
は
追
走
さ
せ
て
︑
堡
東
三
里
の
地
に
至
り
︑
精
兵
の
達
賊
三
千
騎
余
を

迎
え
撃
っ
た
︒
本
職
は
厳
格
に
号
令
し
︑
官
軍
を
率
い
て
一
か
所
で
入
り
乱
れ
て
の
斬
り
合
い
と
な
り
︑
た
だ
目
前
の
敵
を
斬
り
殺
す

こ
と
だ
け
を
許
し
︑
下
馬
し
て
首
級
を
取
る
こ
と
を
禁
じ
た
︒
刀
鎗
・
弓
箭
・
火
器
で
多
く
の
達
賊
を
死
傷
さ
せ
︑
荷
駄
は
悉
く
引
き

摺
り
下
ろ
し
た
の
で
︑
敵
は
撤
退
し
た
︒
斬
獲
し
た
現
存
の
首
級
四
顆
︑
得
穫
し
た
達
馬
は
二
匹
で
あ
っ
た
︒
土
臺
ま
で
血
路
を
切
り

開
い
た
と
こ
ろ
︑
李
守
中
屯
よ
り
埋
伏
の
達
賊
伍
千
騎
余
が
一
斉
に
攻
撃
し
て
来
た
の
で
︑
本
職
は
す
ぐ
に
家
丁
に
命
じ
て
騎
馬
を
先

鋒
に
し
て
斬
り
込
み
︑
大
営
軍
士
は
下
馬
し
て
敵
と
戦
い
︑
力
の
限
り
を
尽
く
し
た
︒
午
前
八
時
か
ら
正
午
に
な
っ
て
︑
前
賊
は
遙
か
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に
広
寧
管
坐
営
中
軍
事
遊
撃
蒋
位
・
参
将
孫
守
廉
率
い
る
中
軍
毋
承
宣
・
把
総
の
郎
子
龍
・
郎
顕
忠
・
史
儒
・
併
せ
て
裏
家
丁
千
総
李

文
芹
・
把
総
の
唐
伯
美
・
秦
得
貴
・
張
朝
臣
・
執
旗
得
哨
官
旗
の
李
有
名
・
李
禄
・
白
守
廉
・
李
友
功
・
趙
臣
・
李
世
勲
ら
の
軍
勢
︑

及
び
車
営
遊
撃
張
奇
功
率
い
る
中
軍
千
把
総
の
孫
一
本
・
李
春
陽
・
王
子
京
・
李
開
先
・
王
晏
・
馬
世
権
ら
の
軍
勢
の
灰
塵
が
天
空
を

彩
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
り
︑
や
っ
と
僅
か
に
李
守
中
屯
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
︑
新
城
屯
に
向
か
い
老
営
へ
帰
還
す
る
こ
と
が
で

き
た
︒
前
賊
は
我
が
軍
の
抵
抗
に
遭
っ
て
︑
陣
営
を
開
い
て
の
略
奪
が
で
き
な
か
っ
た
︒
本
職
は
遂
に
遊
撃
蒋
位
・
参
将
孫
守
廉
・
車

営
遊
撃
張
奇
功
・
千
総
李
文
芹
ら
と
一
か
所
に
陣
営
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
午
後
二
時
頃
に
至
っ
て
︑
前
賊
を
追
逐
し
て
︑
も

と
来
た
進
墻
口
か
ら
出
境
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
時
に
海
・
蓋
参
将
孔
東
儒
が
軍
を
率
い
て
策
応
し
︑
温
家
屯
に
至
っ
た
︒
十
三
日

午
前
二
時
頃
︑
瀋
陽
管
遊
撃
事
参
将
黒
雲
龍
が
軍
を
率
い
て
策
応
し
八
里
庄
に
至
っ
た
︒
ま
た
︑
分
守
道
差
靉
陽
守
備
王
育
翼
・
下
過

堂
・
請
糧
家
丁
王
国
信
ら
の
援
軍
が
あ
り
石
橋
屯
に
至
り
︑
賊
と
遭
遇
し
て
戦
闘
と
な
り
︑
首
一
顆
を
斬
り
︑
達
馬
二
匹
を
得
獲
し
︑

車
営
遊
撃
張
奇
功
の
営
は
達
馬
三
匹
得
獲
し
た
︒
前
後
し
て
と
も
に
斬
首
は
五
顆
で
あ
り
︑
得
た
る
達
馬
は
二
八
匹
で
あ
っ
た
︒
在
陣

の
本
営
陣
亡
官
軍
・
家
丁
を
調
査
す
る
に
及
ん
で
︑
千
総
の
陳
鵬
・
把
総
の
潘
汝
楫
・
親
兵
の
曹
義
ら
三
一
七
名
︑
射
殺
さ
れ
た
広
寧

伝
厳
謹
夜
不
収
は
馬
世
権
︑
広
寧
前
鋒
擺
撥
家
丁
は
唐
尚
礼
︑
射
殺
さ
れ
た
本
丁
馬
は
一
匹
で
あ
っ
た
︒
負
傷
の
本
営
官
軍
・
家
丁
・

旗
鼓
は
楊
四
維
ら
一
五
八
名
︑
射
殺
さ
れ
た
本
営
官
馬
は
四
六
四
匹
︒
備
禦
崔
吉
配
下
で
は
陣
亡
の
家
丁
は
六
名
︑
負
傷
者
は
三
名
︑

射
殺
さ
れ
た
官
馬
は
十
九
匹
︒
車
営
遊
撃
張
奇
功
の
営
の
陣
亡
の
軍
士
は
一
名
︑
負
傷
の
軍
丁
は
五
名
︑
射
殺
さ
れ
た
馬
・
騾
は
二
頭
︒

本
営
家
丁
曹
珮
ら
が
差
し
押
さ
え
た
原
擄
牛
十
二
頭
・
驢
馬
四
頭
・
男
婦
十
名
は
と
も
に
司
河
堡
臺
長
徐
景
時
の
と
こ
ろ
に
集
め
て
︑

調
査
を
待
っ
て
家
に
帰
す
こ
と
に
し
た
︒
靉
陽
守
備
下
の
家
丁
が
差
し
押
さ
え
た
婦
女
十
三
名
と
驢
馬
一
頭
も
ま
た
調
査
を
待
っ
て
帰

す
こ
と
に
し
た
︒
戦
闘
の
間
に
殺
擄
さ
れ
た
人
畜
・
焼
毀
の
房
屋
・
窇
穵
の
糧
石
は
と
も
に
属
衛
該
管
の
屯
堡
に
関
わ
る
の
で
︑
お
の
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お
の
該
管
官
員
の
調
査
を
許
し
︑
速
や
か
に
報
告
を
行
う
︒
す
で
に
報
告
し
た
以
外
と
し
て
︑
以
上
の
報
告
内
容
を
も
う
一
度
ま
と
め

て
い
る
︒
こ
の
上
で
︑
こ
の
曹
簠
の
報
告
は
大
虜
に
抗
し
て
死
闘
を
繰
り
広
げ
て
得
た
首
級
︑
達
馬
・
夷
器
に
つ
い
て
の
検
証
を
求
め

て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
が
曹
簠
の
報
告
内
容
で
あ
り
︑
本
司
を
経
て
于
応
昌
の
と
こ
ろ
に
情
報
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
か
ら
﹃
明
実
録
﹄
万
暦
九
年
四
月
乙
巳
の
条
の
源
流
は
⑧
九
七
―
十
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
犯
辺
官
軍
迎
戦
事

給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
ま
ず
︑﹃
明
実
録
﹄
の
掲
載
月
日
は
戦
闘
の
行
わ
れ
た
当
日
を
挙
げ
て
い

て
︑
そ
こ
に
そ
の
後
の
于
応
昌
の
報
告
に
始
ま
る
処
分
の
流
れ
も
併
せ
て
記
載
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹃
明
実
録
﹄
で
指
摘
す
る

と
こ
ろ
の
虜
の
克
石
炭
・
以
児
鄧
・
小
歹
青
ら
は
︑
西
虜
の
頭
児
と
し
て
档
案
に
登
場
す
る
し
︑
彼
ら
の
遼
東
鎮
侵
掠
は
長
安
堡
か
ら

侵
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
曹
簠
は
堡
東
に
進
出
し
て
虜
の
待
ち
伏
せ
に
遭
っ
て
激
戦
と
な
り
︑
本
営
だ
け
で
千
総
の
陳
鵬
・
把
総

の
潘
汝
楫
ら
三
一
七
名
の
戦
死
者
を
出
し
た
こ
と
︑
ま
た
︑
本
営
の
射
死
馬
四
六
四
匹
も
一
致
す
る
︒
但
し
︑
戦
死
者
で
実
録
が
曹
汝

楫
と
す
る
の
は
︑
档
案
で
は
潘
汝
楫
と
曹
義
を
混
用
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒﹃
明
実
録
﹄
は
本
営
だ
け
の
戦
死
者
・
射
死
馬
数
だ
け
を
挙

げ
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
︒
た
だ
︑
連
れ
去
ら
れ
た
男
婦
二
九
八
口
と
奪
わ
れ
た
牲
畜
・
糧
米
数
百
に
関
し
て
は
本
档
案
に
見
え
な

い
の
で
︑
他
の
情
報
源
︑
ま
た
︑
曹
簠
の
他
の
報
告
も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
档
案
①
か
ら
⑧
を
通
覧
す
る
と
︑
万
暦
九
年
二
月
二

二
日
か
ら
四
月
十
二
︑
三
日
に
至
る
ま
で
踵
を
接
し
て
虜
の
侵
入
と
曹
簠
ら
に
よ
る
撃
退
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
夜
不
収
な
ど

に
よ
る
情
報
の
収
集
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
︒
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問
題
の
四
月
十
二
︑
三
日
の
虜
の
大
規
模
侵
入
に
お
い
て
︑
曹
簠
が
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
奮
戦
す
る
一
方
︑
和
田
正
広
の
指
摘
に
従

え
ば
︑
遼
東
撫
鎮
官
の
動
静
は
不
明
で
︑
都
司
張
奇
功
は
観
望
し
︑
備
禦
崔
吉
ら
設
備
厳
し
か
ら
ず
と
非
難
さ
れ
た
こ
と
の
裏
の
事
情

を
ど
う
汲
む
か
が
論
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
本
稿
に
お
い
て
和
田
の
議
論
を
一
歩
進
め
よ
う
と
思
う
︒
⑧
档
案
に
よ
れ
ば
︑
遼
東
巡
撫

周
詠
・
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
・
遼
東
総
兵
官
李
成
梁
は
事
前
に
虜
の
危
険
な
動
静
を
曹
簠
に
伝
え
︑
四
月
七
日
の
時
点
で
曹
簠

は
そ
れ
を
把
握
し
て
対
策
に
乗
り
出
し
て
い
た
こ
と
︑
ま
た
︑
重
ね
て
十
一
日
に
も
撫
鎮
官
の
防
備
を
厳
に
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が

曹
簠
に
届
い
て
い
る
︒
そ
の
直
後
の
十
二
日
に
始
ま
っ
た
虜
の
侵
攻
に
お
い
て
︑
広
寧
遊
撃
蒋
位
と
参
将
孫
守
廉
が
救
援
に
駆
け
付
け
︑

ゆ
え
に
曹
簠
は
窮
地
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
︒﹃
明
実
録
﹄
に
い
う
都
司
張
奇
功
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
車
営
遊
撃
張
奇
功
の
こ
と
で
あ

ろ
う
が
︑
曹
簠
の
窮
地
に
救
援
部
隊
を
率
い
て
駆
け
つ
け
て
死
傷
者
を
出
し
て
い
る
︒
崔
吉
は
以
前
よ
り
曹
簠
の
下
で
長
安
堡
の
軍
勢

を
率
い
て
活
動
し
て
お
り
︑
今
次
の
戦
闘
に
お
い
て
も
曹
簠
と
と
も
に
戦
っ
て
い
る
︒
⑧
档
案
の
冒
頭
で
長
安
堡
周
辺
の
辺
墻
修
復
の

件
が
出
て
来
る
︒
こ
れ
ま
で
の
度
重
な
る
虜
の
侵
入
で
補
修
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
が
崔
吉
の
設
備
不
厳
の

要
因
だ
ろ
う
か
︒
な
お
︑
曹
簠
の
下
へ
の
救
援
軍
は
広
寧
ば
か
り
で
は
な
く
海
州
・
蓋
州
・
瀋
陽
・
靉
陽
か
ら
も
駆
け
付
け
た
︒
⑧
档

案
を
見
る
と
︑
明
軍
の
戦
利
品
の
少
な
さ
が
目
に
付
く
が
︑
明
軍
は
曹
簠
の
指
揮
の
下
︑
多
大
な
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
虜
を
撃
退
し
た

た
め
だ
ろ
う
か
︒
遼
東
鎮
挙
げ
て
の
虜
と
の
戦
闘
に
撫
鎮
官
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
の
︑
最
後
の
戦
功
評
価
に
お
い
て
︑
于
応
昌

は
寡
謀
喪
師
な
ど
の
理
由
で
責
任
を
現
場
の
曹
簠
・
張
奇
功
・
崔
吉
ら
に
押
し
付
け
︑
撫
鎮
官
ら
の
責
任
を
回
避
し
た
の
で
は
な
い
か
︑

こ
れ
を
本
稿
の
一
応
の
結
論
と
し
た
い
︒
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註
（
1
） 

和
田
正
広
﹃
中
国
官
僚
制
の
腐
敗
構
造
に
関
す
る
事
例
研
究
―
明
清
交
替
期
の
軍
閥
李
成
梁
を
め
ぐ
っ
て
―
﹄（
九
州
国
際
大
学
社
会
文
化
研

究
所
︑
一
九
九
五
年
）︑
八
九
～
九
〇
頁
︒

（
2
） 
拙
著
﹃
明
代
遼
東
と
朝
鮮
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
四
年
五
月
︒

（
3
） 
拙
稿
﹁
実
録
と
档
案
の
間
―
明
代
万
暦
初
期
の
事
例
か
ら
―
﹂﹃
人
文
研
紀
要
﹄
第
八
二
号
︑
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
一
五
年
︑

同
﹁
辺
境
紛
争
と
統
治
―
万
暦
九
年
の
遼
東
鎮
﹂
川
越
泰
博
編
﹃
様
々
な
る
変
乱
の
中
国
史
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︒

（
4
） 

拙
稿
﹁
明
朝
档
案
を
通
じ
て
見
た
明
末
中
朝
辺
界
﹂﹃
人
文
研
紀
要
﹄
第
七
七
号
︑
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
一
三
年
︑
当
該
論
文

の
韓
国
語
版
は
﹃
燕
行
録
の
世
界
﹄
景
仁
文
化
社
（
韓
国
︑
二
〇
一
五
年
）
八
七
～
一
四
七
頁
参
照
︒
な
お
︑﹃
中
国
明
朝
檔
案
総
匯
﹄
所
収
档

案
の
検
索
に
は
︑
い
つ
も
な
が
ら
に
岩
淵
慎
編
﹃
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
・
遼
寧
省
檔
案
館
編　

中
国
明
朝
檔
案
総
匯　

総
目
録
﹄
の
お
世
話

に
な
っ
た
︒

（
5
） 

前
掲
拙
稿
﹁
実
録
と
档
案
の
間
―
明
代
万
暦
初
期
の
事
例
か
ら
―
﹂
参
照
︒

（
6
） 

前
掲
拙
稿
﹁
実
録
と
档
案
の
間
―
明
代
万
暦
初
期
の
事
例
か
ら
―
﹂
参
照
︒

（
7
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
九
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
長
定
堡
哨
探
被
達
子
擄
掠
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档
案

匯
編
﹄
二
二
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
竊
賊
撲
掠
長
定
堡
遠
哨
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る

が
︑﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
の
原
文
を
ベ
ー
ス
に
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
収
録
文
言
が
そ
れ
と
相
違
す
る
場
合
に
（　

）
で
後
者
の
文
言

を
付
記
す
る
︒
後
続
の
原
文
表
記
で
も
同
様
で
あ
る
︒
な
お
︑
前
者
で
読
め
な
い
は
ず
の
文
言
が
後
者
で
は
読
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
前
掲

別
稿
で
説
明
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

抄
謄
写
字
閆
志
道
対

︙
︙
□
総
兵
曹
簠
今
将
長

︙
︙
□
（
書
）
冊　
　
　

（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
竊
賊
撲
掠
境
︹
こ
の
行
に
﹁
館
蔵
印
﹂
影
あ
り
︺
外
遠
哨
︑
看
浅
夜
役
事
︒
承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
︑

中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
本
年
参
月
拾
肆
日
︑
拠
長
安
備
禦
指
揮
崔
吉
呈
︑
本
月
拾
参
日
辰
時
分
︑
拠
守
長
定
堡
徐
国
忠
呈
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称
︑
拾
壹
日
酉
時
分
︑
選
差
夜
不
収
力
漢
・
何
文
甫
同
督
哨
夜
不
収
洪
朶
遂
参
名
︑
従
本
堡
馬
門
出
境
︑
順
代
子
河
東
岸
哨
探
︑
并
差
軍

夜
何
雲
・
龐
春
看
守
境
外
代
子
河
黒
豆
窩
□
（
浅
）︑
至
拾
貳
日
巳
時
分
︑
拠
力
漢
等
進
墻
回
称
□
（
瞭
）
□
河
西
相
対
黒
豆
窩
騎
馬
達
賊

貳
拾
余
騎
︑
放
焼
塘
火
︑
即
時
禀
報
外
︑
仍
差
夜
不
収
何
文
甫
督
同
何
雲
等
在
黒
豆
窩
浅
厳
謹
瞭
望
︒
比
時
︑
前
賊
至
晩
乗
黒
渡
過
河
東
︑

将
何
文
甫
・
何
雲
・
龐
春
撲
擄
去
訖
︒
卑
職
因
見
何
文
甫
許
久
未
回
︑
復
差
夜
不
収
趙
四
等
出
境
順
河
爪
探
︒
至
亥
時
分
︑
趙
四
等
進
墻

回
称
︑
並
無
何
文
甫
・
何
雲
・
龐
春
等
壹
人
身
屍
︑
止
有
従
黒
豆
窩
過
河
馬
拾
数
匹
︑
踪
跡
離
河
半
里
之
地
︑
復
過
河
西
往
西
北
去
訖
︑

前
賊
并
無
入
境
縁
由
︑
具
呈
到
職
︒
拠
此
︑
縁
係
竊
賊
撲
掠
境
外
遠
哨
︑
看
浅
夜
役
事
理
︑
擬
合
呈
報
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
合
行
箚

付
本
司
︑
即
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于　

処
︑
伏
乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
者
︒
右
具
呈

万
暦
玖
年
参
月　

日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏　

張
国
棟

（
8
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
長
安
堡
殺
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档
案

匯
編
﹄
二
二
二
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
賊
在
長
安
堡
殺
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

抄
謄
写
字
閆
志
道
対

︙
︙
地
方
副
総
兵
曹
簠
今

︙
︙
書
冊　
　
　
　
　
　
　
︹
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
之
印
︺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
竊
賊
犯
辺
事
︒
承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
本
年
参
月
拾
柒
日
︑
拠

長
安
備
禦
武
挙
署
指
揮
僉
事
崔
吉
呈
︑
本
月
拾
陸
日
午
時
分
︑
拠
守
長
安
堡
指
揮
呉
胤
祖
呈
称
︑
本
月
拾
伍
日
戌
時
分
︑
拠
本
堡
瞭
火
軍

人
馬
敬
禀
報
︑
堡
北
沿
臺
挙
火
放
砲
（
炮
）︒
時
有
監
虎
伯
大
臺
夜
不
収
劉
朝
用
走
報
︑
伊
与
本
臺
直
更
貼
守
軍
人
王
仲
合
︑
聴
見
境
外
従

□
□
堝
来
騎
馬
達
賊
柒
・
捌
騎
︑
径
奔
本
臺
南
□
（
空
）
□（

龍
）湾
進
入
該
臺
︑
即
挙
火
放
砲
（
炮
）︑
左
右
隣
臺
︑
壹
斉
接
挙
︒
得
此
︑
卑
職

即
稟
︒
備
禦
崔
吉
聞
報
︑
当
差
夜
不
収
張
玄
三
等
分
投
走
報
︒
壹
面
統
領
本
堡
馬
歩
官
軍
︑
渡
過
代
子
河
︑
北
馳
赴
賊
進
隘
口
擺
守
堵
截
︒
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前
賊
回
聴
沿
辺
兵
馬
声
勢
︑
由
従
緊
溝
子
過
代
子
河
南
順
掠
︒
至
拾
陸
日
寅
時
分
︑
拠
長
定
堡
擺
撥
夜
不
収
紀
秀
稟
報
︑
本
日
丑
時
分
︑

有
達
賊
柒
・
捌
騎
︑
従
腹
裏
迤
東
佃
内
撁
赶
馬
牛
馿
頭
︑
径
奔
本
堡
北
界
孫
家
庄
新
臺
北
空
窇
墻
︑
出
境
去
訖
︒
及
査
前
賊
︑
射
死
馬
家

等
屯
男
子
劉
二
等
参
名
︑
被
傷
男
婦
張
世
臣
等
肆
名
口
︑
擄
去
劉
二
・
王
朝
文
等
牛
馬
馿
共
貳
拾
参
隻
匹
頭
︑
再
無
別
情
縁
由
︑
具
呈
到

職
︒
拠
此
︑
縁
係
竊
賊
犯
辺
事
理
︑
擬
合
呈
報
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
︑
合
行
箚
付
本
司
︑
即
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
処
︑
伏

乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
（
者
）︒

計
開

壹
︑
有
馬
達
賊
柒
・
捌
騎
︑
於
本
年
参
月
拾
伍
日
戌
時
分
︑
従
本
堡
該
管
虎
伯
大
臺
南
空
龍
湾
進
入
︒
至
拾
陸
日
丑
時
分
︑
前
賊
従
長
定

堡
北
界
孫
家
庄
新
臺
北
空
出
境
︑
去
訖
︒

射
死
男
子
参
名

馬
家
屯
壹
名
劉
二

王
老
屯
貳
名　

周
五　

王
景
伏

被
傷
男
婦
肆
名
口

馬
家
屯
男
子
壹
名
張
世
臣
︑

婦
女
壹
口
呉
氏
︑

張
見
屯
男
子
壹
名
趙
国
︑

王
老
屯
男
子
壹
名
李
三
︒

擄
去
牛
馬
馿
共
貳
拾
参
隻
匹
頭
︑

馬
家
屯

劉
二
牛
貳
隻
︑
馿
壹
頭
︑

王
朝
文
馿
壹
頭
︑
呉
還
馿
壹
□
（
頭
）︑

張
世
臣
馿
壹
頭

張
見
屯

雷
汝
振
牛
貳
隻
︑
馬
壹
匹
︑
馿
貳
頭
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王
老
屯

劉
仲
礼
牛
肆
隻
︑
馿
壹
頭
︑

王
景
時
牛
貳
隻
︑
馿
壹
頭
︑

王
景
伏
牛
貳
隻
︑
馿
壹
頭
︑

李
実
牛
壹
隻
︒

右
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于

万
暦
玖
年
参
月
十
八
（
十
八
は
墨
筆
書
込
）
日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏　

□
□
□
（
張
国
棟
）

（
9
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
六
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
哨
報
遼
陽
地
方
夷
情
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档
案
匯

編
﹄
二
二
三
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
哨
報
夷
情
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

抄
謄
写
字
閆
志
道
対
読

︙
︙
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
曹
簠
今

︙
︙
情
縁
由
書
冊　
　
　
　
　
　
　
（
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
之
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
哨
報
夷
情
事
︒︹
こ
の
行
に
﹁
館
蔵
印
﹂
影
あ
り
︺

承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
本
年
参
月
拾
陸
等
日
︑
拠
長
勇
備
禦
何
応
魁
稟
︑
拠
長
勝
守
堡
古
大

相
禀
称
︑
拾
伍
日
︑
拠
堡
北
小
墩
直
日
甲
軍
梅
則
瞭
見
︑
境
外
蓮
花
堝
迤
西
︑
達
賊
約
有
貳
百
余
騎
︑
往
南
放
火
行
走
︒
又
拠
長
勇
守
堡

佟
惟
勲
稟
︑
拠
堡
北
沙
河
南
空
直
日
甲
軍
沈
処
二
瞭
見
︑
境
外
旧
獐
駅
站
城
︑
忽
有
達
賊
肆
起
︑
約
有
陸
・
柒
拾
騎
︑
往
来
顕
行
跑
走
︒

又
拠
守
堡
古
大
相
禀
称
︑
拾
陸
日
︑
拠
回
郷
人
丁
郭
召
子
︑
供
係
広
寧
左
衛
人
︑
在
錦
州
該
管
沙
河
堡
住
︑
被
達
賊
搶
去
︑
売
与
大
虜
達

子
哈
里
土
戸
営
内
︑
今
跟
着
達
子
都
督
頭
児
・
白
要
大
等
︑
帯
領
達
子
参
千
︑
過
遼
河
東
岸
等
処
放
馬
︒
肆
日
︑
又
説
称
︑
衆
達
子
夜
間
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将
好
馬
背
着
鞍
子
弓
箭
︑
枕
着
頭
睡
等
情
︒
拾
柒
日
︑
又
拠
長
安
備
禦
崔
吉
禀
称
︑
節
拠
長
安
等
肆
堡
守
堡
呉
胤
祖
等
禀
称
︑
辺
外
壹
帯

達
賊
行
放
煙
火
︑
昼
夜
不
絶
︑
動
至
柒
・
捌
拾
騎
︑
在
辺
外
高
阜
処
露
形
窺
視
︑
乗
便
竊
掠
︒
至
本
月
拾
柒
日
辰
時
︑
拠
守
堡
呉
胤
祖
禀

称
︑
達
賊
百
拾
余
騎
︑
到
辺
窺
望
許
久
回
︑
従
来
路
去
訖
︒
本
日
午
時
︑
又
拠
長
定
堡
徐
国
忠
禀
称
︑
達
賊
約
有
肆
・
伍
百
騎
︑
赶
牲
畜

数
千
︑
在
於
代
子
河
西
牧
放
︒
本
時
︑
又
拠
長
寧
守
堡
魯
文
禀
称
︑
境
外
代
子
河
西
︑
達
賊
肆
・
伍
拾
騎
往
北
行
走
︒
又
拠
長
静
守
堡
金

世
忠
稟
報
︑
境
外
代
子
河
西
︑
達
賊
参
・
肆
騎
従
青
堝
浅
過
河
東
︑
到
青
堝
上
站
立
︑
窺
望
多
時
︑
仍
過
河
往
西
去
訖
︒
拾
捌
日
︑
又
拠

金
世
忠
禀
報
︑
拠
看
死
河
浅
夜
不
収
王
浦
瞭
見
︑
代
子
河
西
従
西
北
来
達
賊
約
有
参
・
肆
百
騎
︑
到
浦
爛
泊
西
頭
存
住
等
因
︑
各
禀
報
到

職
︒
拠
此
︑
除
会
同
分
守
遼
海
東
寧
道
張
参
政
︑
厳
行
所
属
守
辺
官
員
︑
各
整
兵
収
歛
︑
比
常
万
分
加
謹
哨
探
隄
備
外
︑
看
得
虜
賊
聯
絡

在
陸
堡
辺
外
︑
牧
放
牲
畜
︑
窺
視
代
河
水
浅
︑
時
常
竊
掠
︑
日
久
馬
壮
︑
必
有
大
逞
︒
本
職
料
度
前
賊
馬
匹
尚
疲
︑
即
欲
趂
此
剿
殺
︑
苦

因
兵
馬
単
弱
︑
擬
合
呈
請
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
︑
合
行
箚
付
本
司
︑
即
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
処
︑
伏
乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑

理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
者
︒
右
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
︒

万
暦
玖
年
参
月
十
九
（
十
九
は
墨
筆
書
込
）
日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏　

張
国
棟

批
語
：
守
邑
厳
行
各
該
地
方
将
員
︑
站
哨
隄
備
︑
切
切
剿
賊
︒
此
繳
︒

（
10
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
十
二
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
擄
去
長
定
堡
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档
案

匯
編
﹄
二
二
六
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
竊
賊
騒
擾
長
定
堡
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

︙
︙
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
曹
簠
今

︙
︙
竊
賊
犯
辺
︙
︙
書
冊　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
竊
賊
□
□
□
（
犯
辺
事
）︒︹
こ
の
行
に
﹁
館
蔵
印
﹂
影
あ
り
︺

承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
□
（
副
）
総
兵
中
軍
都
□
□
□
（
督
府
署
）

都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
万
暦
玖
年
肆
月
初
貳
日
︑
拠
長
安
備
禦
指
揮
崔
吉
呈
︑
本
年
肆
月
初
壹
日
︑
拠
守
長
定
堡
指
揮
徐
国
忠
呈
称
︑
参
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月
参
拾
日
亥
時
︑
拠
本
堡
瞭
火
軍
人
白
俊
禀
称
︑
瞭
見
堡
北
沿
辺
各
臺
挙
火
放
砲
（
炮
）︒
時
有
沿
辺
擺
撥
夜
□
□
（
不
収
）
周
鐸
禀
報
︑

本
時
有
達
賊
柒
騎
︑
従
孫
家
□
□
□
（
庄
臺
北
）
空
窇
墻
進
境
往
東
︑
乗
夜
黒
潜
入
等
□
（
情
）
︙
︙
職
隨
差
周
鐸
等
分
投
走
報
︑
時
有

備
□
□
□
□
（
禦
崔
吉
聞
）
報
︑
壹
面
統
領
兵
馬
堵
截
︑
壹
面
差
夜
不
□
（
収
）
□
□
（
馬
来
）
二
押
令
周
鐸
分
投
走
報
︒
行
至
長
安
堡

東
︑
撞
□
□
（
遇
前
）
賊
赶
射
︑
将
馬
来
二
左
脇
射
傷
壹
箭
︑
擄
去
官
馬
貳
匹
︒
当
拠
馬
来
二
等
回
禀
︑
備
禦
崔
吉
仍
差
夜
不
収
李
安
全

走
報
︑
隨
即
遣
発
卑
職
下
家
丁
参
拾
名
往
東
南
腹
裏
村
屯
挨
爪
︒
時
有
副
総
兵
聞
報
︑
当
差
家
丁
曹
□
□
（
等
）
壹
百
名
馳
追
︑
至
□
□

（
地
名
）
土
臺
等
処
︑
前
賊
聴
聞
東
西
兵
馬
夾
攻
□
□
（
堵
截
）︑
□
（
声
）
勢
勇
猛
︑
至
子
時
分
︑
即
従
本
堡
北
水
口
臺
□
□
□
□
（
北

空
出
境
）
去
訖
︒
及
査
前
賊
並
無
□
□
（
深
入
）
腹
□
（
裏
）
搶
擄
人
畜
︑
止
擄
去
前
項
走
報
夜
不
収
馬
来
二
・
周
鐸
馬
貳
匹
︑
再
無
別

情
縁
由
︑
備
呈
到
職
︒
拠
此
︑
縁
係
竊
賊
犯
辺
事
理
︒
擬
合
呈
報
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
︑
合
行
箚
付
本
司
︑
即
便
具
呈
巡
按
山
東
監

察
御
史
于
処
︑
伏
乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
□
□
（
呈
者
）︒

計
開

壹
︑
有
馬
達
賊
柒
騎
︑
於
本
年
参
□
□
□
□
□
（
月
参
拾
日
亥
）
時
︑
従
孫
家
庄
臺
北
空
窇
□
□
（
墻
進
）
境
︑
至
子
時
分
︑
即
従
本
堡

北
水
□
□
（
口
臺
）
北
空
出
境
︑
去
訖
︒

長
安
備
禦
崔
吉
所
属

長
定
守
堡
徐
国
忠
下

射
傷
長
安
堡
走
報
夜
不
収
壹
名
馬
来
二
︑
擄
去
走
報
□
□
□
□
（
夜
不
収
馬
）
貳
匹

長
安
堡
壹
匹
馬
□
□
（
来
二
）　

長
定
堡
壹
匹
周
鐸
︒

右
呈　

巡
按
山
東
監
察
御
史
于

万
暦
玖
年
肆
月
初
二
（
初
二
は
墨
筆
書
込
）
日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏　

□
□
□
（
張
国
棟
）

（
11
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
二
十
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
在
清
河
堡
擄
掠
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档

案
匯
編
﹄
二
二
八
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
竊
賊
在
清
河
堡
擄
掠
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
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る
︒

︙
︙
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
曹
簠
今

︙
︙
賊
犯
辺
縁
由
書
冊　
　
　
　
　
　
（
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
之
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
竊
賊
犯
辺
□
（
事
）︒︹
こ
の
行
に
﹁
館
蔵
印
﹂
影
あ
り
︺

承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
万
暦
玖
年
肆
月
初
五
日
︑
拠
清
河
守
備
都
指
揮
宿
振
武
呈
︑
本
年
肆

月
初
貳
日
︑
拠
守
清
河
堡
指
揮
王
用
中
呈
︑
本
月
初
壹
日
戌
時
分
︑
忽
聴
塔
児
山
臺
挙
発
雙
梆
︒
当
蒙
守
備
宿
振
武
聞
梆
︑
即
時
統
領
職

等
官
軍
・
家
丁
馳
至
□
西
地
名
乾
河
児
迎
敵
（
敵
の
字
な
し
）︑
拠
馬
忽
里
臺
守
口
夜
□
□
（
不
収
）
□
敢
児
走
報
︑
本
日
酉
時
分
︑
哨
見

歩
行
□
□
□
□
□
陸
名
従
本
堡
臺
空
騰
嶺
躧
山
進
入
径
︙
︙
墳
︑
比
蒙
守
備
宿
振
武
率
令
職
等
飛
馳
□
（
辺
）
□
□
見
兵
馬
声
勢
︑
又
見

各
臺
挙
発
雙
梆
︑
復
従
□
（
来
）
路
登
山
鑚
林
跑
走
出
境
去
訖
︒
欲
要
前
追
︑
思
因
天
晩
夜
黒
︑
山
険
林
稠
︑
恐
賊
誘
計
︑
収
兵
回
堡
防

守
外
︑
及
査
前
賊
止
是
撲
捉
経
行
男
子
貳
名
︑
姚
謙
・
李
承
徳
︑
并
牛
参
隻
︑
再
無
深
入
腹
裏
︑
擄
掠
別
項
人
畜
︑
等
因
︒
具
呈
到
職
︒

拠
此
︑
縁
係
竊
賊
犯
辺
事
理
︑
擬
合
呈
報
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
合
行
箚
付
□
□
（
本
司
）︑
即
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
処
︑
伏

乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
者
︒

計
開

壹
︑
歩
行
達
賊
伍
・
陸
名
︑
於
本
年
肆
月
初
壹
日
酉
時
分
︑
従
本
堡
臺
空
騰
嶺
躧
山
進
入
︑
即
従
来
路
出
境
去
訖
︒

清
河
守
備
宿
振
武
所
属

守
清
河
堡
指
揮
王
用
中
下

擄
去
経
行
男
子
貳
名
︑
姚
謙
・
李
承
徳
并
撁
赶
牛
□
□
（
参
隻
）︒

右
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于

万
暦
玖
年
肆
月　
　

日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出
（
典
吏
張
□
□
（
国
棟
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏
張
□
□
（
国
棟
）（
都
事　

李
梅　

公
出
）
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（
12
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
十
四
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
騒
擾
孤
山
新
堡
搶
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼

東
档
案
匯
編
﹄
二
二
七
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
竊
賊
騒
擾
孤
山
新
堡
搶
擄
人
畜
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の

通
り
で
あ
る
︒

抄
謄
写
字
閏
志
道
□

︙
︙
□
地
方
副
総
兵
曹
簠
今

︙
︙
由
書
冊　
　
　
　
　
　
　
（
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
之
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
︑﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
に
な
し
）

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
竊
賊
犯
辺
事
︒︹
こ
の
行
に
﹁
館
蔵
印
﹂
影
あ
り
︺

承
奉
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
万
暦
玖
年
肆
月
初
玖
日
︑
拠
清
河
守
備
都
指
揮
宿
振
武
呈
︑
本
年
肆

月
初
肆
日
︑
拠
守
孤
山
新
堡
千
戸
金
鳳
来
呈
︑
本
月
初
貳
日
申
時
分
︑
忽
聞
堡
南
挙
発
雙
梆
下
来
︒
卑
職
壹
面
収
歛
人
畜
︑
即
時
督
率
馬

歩
軍
壮
馳
至
隨
興
墩
︑
迎
遇
守
界
守
墩
夜
不
収
崔
馬
你
稟
称
︑
未
時
分
︑
瞭
見
界
守
南
空
歩
行
達
賊
□
（
約
）
有
拾
数
余
名
︑
騰
山
下
来
︑

径
奔
小
乾
岔
峪
截
掠
□
□
（
随
即
）
跟
踪
追
赶
︒
賊
見
兵
馬
声
勢
︑
登
山
鑚
林
跑
走
︑
□
□
□
（
仍
由
来
）
路
出
境
去
訖
︒
欲
要
前
追
︑

思
因
天
晩
夜
黒
︑
樹
林
稠
密
︑
恐
賊
誘
計
︑
収
兵
回
堡
防
守
外
︑
及
査
前
賊
擄
去
経
行
男
子
貳
名
︑
蘇
五
・
張
三
︑
并
驢
壹
頭
︑
再
無
深

入
腹
裏
︑
擄
掠
別
項
人
畜
等
因
︑
備
由
具
呈
到
職
︒
拠
此
︑
縁
係
竊
賊
犯
辺
事
理
︑
擬
合
呈
報
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
合
行
箚
付
本
司
︑

即
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
処
︑
伏
乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
者
︒

計
開

壹
︑
歩
行
達
賊
約
有
拾
数
余
名
︑
於
本
年
肆
月
初
貳
日
申
時
︑
従
界
守
南
空
騰
山
下
来
︑
径
奔
小
乾
岔
峪
截
掠
︑
随
従
来
路
出
境
去
訖
︒

清
河
守
備
宿
振
武
所
属

守
孤
山
新
堡
千
戸
金
鳳
来
下

擄
去
経
行
男
子
貳
名
︑
驢
壹
頭
︑
蘇
五
・
張
三
并
驢
壹
頭
︒

右
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于

万
暦
玖
年
肆
月
初
十
（
初
十
は
墨
筆
書
き
入
れ
）
日　

経
歴　

任
梓
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都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏
張
国
棟

（
13
） 
﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
七
―
十
五
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
子
犯
辺
官
軍
迎
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・﹃
明
代
遼
東
档
案
匯

編
﹄
二
三
〇
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
達
虜
犯
辺
官
軍
迎
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
の
原
文
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
大
（
達
は
誤
り
）
虜
擁
衆
圧
境
︑
官
軍
・
家
丁
奮
勇
血
戦
︑
斬
獲
首
級
︑
得
獲
達
馬
︑
夷
器
等
事
︒
承
奉
駐

箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
中
軍
都
督
府
署
都
督
僉
事
曹
簠
箚
付
︑
案
照
本
年
肆
月
初
柒
日
︑
本
職
会
同
分
守
道
張
参
政
︑
帯
領
備
禦
管
中
軍
事

范
芝
等
官
軍
・
家
丁
︑
并
督
工
委
官
宋
継
殷
等
所
領
軍
夫
︑
於
本
日
赴
長
安
堡
脩
築
辺
墻
︒
本
日
又
准
本
道
手
本
︑
蒙
□
（
差
）
巡
撫
遼

東
地
方
兼
賛
理
軍
務
都
察
院
右
副
都
御
史
周
憲
牌
︑
拠
鎮
静
守
備
劉
崇
正
稟
︑
拠
夷
人
□
大
差
部
落
陳
達
子
等
到
関
報
説
︑
速
把
亥
哥
児

們
会
説
︑
先
差
小
頭
児
帯
領
達
子
在
三
岔
河
迤
東
做
賊
偸
搶
︒
又
説
︑
離
営
行
至
旧
遼
陽
迤
南
︑
迎
遇
西
夷
克
石
炭
男
阿
恵
是
花
大
女
婿
︑

帯
領
達
子
駄
着
盔
甲
︑
径
往
花
大
営
裏
去
︒
原
説
会
計
大
小
頭
児
︑
要
在
肆
月
拾
伍
両
辺
犯
搶
遼
瀋
壹
帯
地
方
︒
又
蒙
巡
按
山
東
監
察
御

史
于
憲
牌
︑
為
申
飭
虜
情
事
︒
亦
拠
守
備
劉
崇
正
差
人
報
︑
拠
守
堡
張
大
功
稟
︑
拠
通
事
張
尚
徳
審
得
︑
太
寧
衛
夷
人
頭
児
速
把
亥
営
下

部
落
達
子
老
漢
等
伍
騎
到
関
赶
買
売
︒
説
称
在
営
時
看
見
有
西
夷
阿
亥
営
部
落
達
子
孔
牙
赤
小
厮
等
貳
名
来
花
大
営
看
親
︑
説
称
頭
児
克

石
炭
・
以
児
鄧
・
小
歹
青
・
卜
言
兎
・
阿
亥
等
達
子
先
駄
着
盔
甲
・
小
張
房
・
擠
奶
子
騍
馬
︑
已
到
了
境
外
地
名
旧
遼
陽
後
住
着
︑
等
各

頭
脳
到
斉
︑
聚
兵
会
合
︑
只
在
這
月
初
拾
︑
両
辺
明
説
犯
搶
遼
・
瀋
・
海
州
地
方
︑
密
密
的
進
（
入
は
な
し
）︑
搶
広
寧
関
門
東
西
等
処
地

方
︑
等
因
︒
又
蒙
□
（
差
）
征
虜
前
将
軍
鎮
守
遼
東
地
方
総
兵
官
太
保
兼
太
□
太
保
寧
遠
伯
李
火
牌
︑
亦
拠
劉
崇
正
稟
報
（
称
）
前
因
倶

備
行
︒
本
職
整
搠
兵
馬
︑
差
人
哨
探
︑
収
歛
人
畜
︑
撥
兵
貼
守
単
堡
︒
蒙
此
︑
除
遵
蒙
厳
行
所
属
参
・
遊
・
備
・
守
等
官
各
整
兵
収
歛
︑

哨
探
隄
備
︑
隨
撥
把
総
金
文
高
帯
領
官
軍
貳
百
名
駐
防
雙
土
臺
屯
︑
選
鋒
（
抜
）
把
総
李
開
先
帯
領
官
軍
貳
百
名
駐
防
王
大
人
屯
︑
各
防

護
農
種
︒
有
警
︑
相
機
戦
守
︒
去
後
︑
本
月
拾
壹
日
亥
時
︑
又
蒙
撫
鎮
（
鎮
撫
）
白
牌
・
火
牌
︑
為
隄
（
提
）
備
事
︑
拠
鎮
静
守
備
劉
崇

正
稟
︑
拠
市
夷
伝
報
︑
西
虜
克
石
炭
并
男
阿
亥
会
同
速
把
亥
大
小
委
正
以
児
鄧
等
衆
達
子
壹
万
余
騎
︑
在
旧
遼
陽
下
営
︑
准
在
肆
月
拾
伍

両
辺
犯
搶
遼
・
瀋
︒
又
説
搶
鉄
嶺
山
裏
未
搶
地
方
︒
亦
行
本
職
整
兵
万
分
加
謹
隄
（
提
）
備
︑
等
因
︒
蒙
此
︑
除
遵
依
外
（
こ
の
四
文
字

抜
け
）︑
至
拾
貳
日
卯
時
︑
拠
長
安
守
堡
呉
胤
祖
禀
称
︑
堡
北
沿
辺
挙
扯
雙
旗
︑
放
砲
（
炮
）
挙
火
︒
本
職
拠
報
︑
壹
面
収
歛
軍
夫
入
堡
趨
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避
︑
伝
令
備
禦
崔
吉
分
投
収
歛
人
畜
︑
壹
面
統
領
中
軍
范
芝
等
并
備
禦
崔
吉
等
兵
馬
︑
馳
至
堡
北
河
南
岸
臺
迎
︒
拠
崔
吉
原
差
督
臺
夜
□

□
（
不
収
）
田
頼
二
禀
報
（
称
）︑
達
賊
約
有
伍
千
余
騎
︑
従
孫
真
臺
南
□
空
参
枝
窇
墻
進
入
︒
又
拠
夜
不
収
孫
三
漢
禀
報
︑
達
賊
約
有
壹

万
余
騎
︑
亦
従
孫
（
な
し
）
真
臺
南
北
両
空
継
進
︑
同
前
賊
径
奔
新
城
李
守
中
等
屯
︑
過
河
往
東
深
入
︒
本
職
隨
存
留
守
堡
呉
胤
祖
・
管

夫
委
官
宋
継
殷
・
常
思
忠
・
呉
廷
臣
・
崇
添
貴
・
高
国
臣
・
呉
良
臣
・
王
大
言
・
許
国
忠
・
王
朝
斌
・
李
善
継
等
帯
領
軍
夫
護
守
堡
城
外
︑

本
職
旋
兵
督
率
管
家
丁
千
総
陳
鵬
等
家
丁
為
前
鋒
︑
中
軍
范
芝
・
旗
鼓
管
家
丁
事
楊
四
維
・
備
禦
崔
吉
・
千
総
凌
雲
・
金
承
武
・
周
體
元
・

徐
翡
・
張
棟
・
王
景
魁
・
把
総
白
万
鎰
・
王
善
・
佟
棟
・
潘
汝
楫
・
石
定
玉
・
王
延
祚
・
佟
応
科
・
張
大
化
・
楊
大
璞
等
官
軍
継
後
馳
追
︑

至
堡
東
参
里
之
地
︑
有
精
兵
達
賊
参
千
余
騎
就
来
迎
敵
︒
本
職
申
厳
号
令
︑
督
率
官
軍
混
砍
壹
処
︑
止
許
直
前
砍
殺
︑
不
許
下
馬
割
取
首

級
︒
刀
鎗
・
弓
（
号
）
箭
・
火
器
射
打
死
傷
達
賊
数
多
︑
盡
被
鈎
駄
去
訖
︒
斬
獲
見
存
首
級
肆
顆
︑
得
獲
達
馬
貳
捨
壹
匹
︑
盔
甲
・
弓
箭

肆
副
︑
備
禦
崔
吉
下
得
獲
達
馬
貳
匹
︒
砍
至
土
臺
︑
従
李
守
中
屯
埋
伏
達
賊
伍
千
余
騎
︑
壹
擁
攻
囲
拒
敵
︑
本
□
（
職
）
仍
下
令
家
丁
選

鋒
騎
馬
直
砍
︑
大
営
軍
士
下
馬
歩
□
（
敵
）・
□
力
死
戦
︒
自
辰
至
午
︑
前
賊
遙
見
広
寧
管
坐
営
中
軍
事
遊
撃
蒋
位
︑
参
将
孫
守
廉
帯
領
中

軍
毋
承
宣
・
把
総
郎
子
龍
・
郎
顕
忠
・
史
儒
・
并
裏
家
丁
千
総
李
文
芹
・
把
総
唐
伯
美
・
秦
得
貴
・
張
朝
臣
・
執
旗
得
哨
官
旗
李
有
名
・

李
禄
・
白
守
廉
・
李
友
功
・
趙
臣
・
李
世
勲
等
兵
馬
︑
及
車
営
遊
撃
張
奇
功
帯
領
中
軍
千
把
・
総
孫
一
本
・
李
春
陽
・
王
子
京
・
李
開
先
・

王
晏
・
馬
世
権
等
兵
馬
︑
灰
塵
彰
天
︑
方
纔
復
回
李
守
中
屯
︑
往
新
城
屯
︑
帰
入
老
営
︒
前
賊
被
我
兵
馬
抵
敵
︑
未
敢
開
営
散
搶
︒
本
職

遂
与
遊
撃
蒋
位
・
参
将
孫
守
廉
・
車
営
遊
撃
張
奇
功
・
千
総
李
文
芹
等
合
営
壹
処
︒
至
未
時
分
︑
追
逐
前
賊
従
原
進
墻
口
出
境
去
訖
︒
時

有
海
・
蓋
参
将
孔
東
儒
帯
領
兵
馬
策
応
︑
至
温
家
屯
︒
拾
参
日
丑
時
︑
有
瀋
陽
管
遊
撃
事
参
将
黒
雲
龍
帯
領
兵
馬
策
応
︑
至
八
里
庄
︑
又

有
分
守
道
差
靉
陽
守
備
王
育
翼
下
過
堂
請
粮
家
丁
王
国
信
等
援
剿
︑
至
地
名
石
橋
屯
︑
遇
賊
対
敵
︑
斬
首
壹
顆
︑
得
獲
達
馬
貳
匹
︑
車
営

遊
撃
張
奇
功
営
得
獲
達
馬
参
匹
︒
前
後
共
斬
首
伍
顆
︑
共
得
達
馬
貳
拾
捌
匹
︒
及
□
（
査
）
在
陣
本
営
陣
亡
官
軍
・
家
丁
︑
千
総
陳
鵬
・

把
総
潘
汝
楫
・
親
兵
曹
義
等
参
百
壹
拾
柒
員
名
︑
射
死
広
寧
伝
厳
謹
夜
不
収
壹
名
︑
馬
世
賢
︑
広
寧
前
鋒
擺
撥
家
丁
壹
名
︑
唐
尚
礼
︑
射

死
本
丁
馬
壹
匹
︒
被
傷
本
営
官
軍
・
家
丁
・
旗
鼓
楊
四
維
等
壹
百
伍
拾
捌
員
名
︑
射
死
本
営
官
馬
肆
百
陸
拾
肆
匹
︒
備
禦
崔
吉
下
陣
亡
家

丁
陸
名
︑
被
傷
参
名
︑
射
死
官
馬
壹
拾
玖
匹
︒
車
営
遊
撃
張
奇
功
営
陣
亡
軍
士
壹
名
︑
被
傷
軍
丁
伍
名
︑
射
死
馬
・
騾
貳
匹
頭
︒
本
営
家

丁
曹
珮
等
截
下
原
擄
牛
壹
拾
貳
隻
・
馿
肆
頭
・
男
婦
拾
名
口
︑
倶
交
与
司
河
堡
臺
長
徐
景
時
収
︑
候
査
発
寧
家
︒
靉
陽
守
備
下
家
丁
截
下

婦
女
壹
拾
参
口
︑
馿
壹
頭
︑
亦
聴
候
査
発
︒
中
間
殺
擄
人
畜
・
焼
毀
房
屋
・
窇
穵
粮
石
︑
倶
係
属
衛
該
管
屯
堡
︑
聴
各
該
管
官
員
査
明
︑

径
自
開
呈
︑
已
経
稟
報
外
︑
今
拠
長
安
備
禦
指
揮
崔
吉
呈
︑
拠
守
長
安
堡
指
揮
呉
胤
祖
呈
︑
本
年
肆
月
拾
貳
日
卯
時
︑
拠
原
差
出
哨
夜
不
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収
陳
斌
等
稟
称
︑
拾
壹
日
酉
時
︑
□
差
伊
等
出
境
哨
探
︑
至
境
外
地
名
銅
銭
窩
哨
見
□
（
西
）
北
来
大
虜
達
賊
不
知
騎
数
︑
往
東
南
跑
走
︑

灰
塵
彰
天
︒
本
時
︑
隨
拠
監
孫
真
臺
夜
不
収
馬
彦
良
禀
報
︑
伊
与
本
臺
直
（
値
）
日
甲
軍
王
善
児
瞭
見
境
外
︑
従
西
北
来
達
賊
約
有
伍
千

余
騎
︑
分
為
参
枝
︑
径
奔
本
臺
南
北
貳
空
窇
墻
進
入
︒
該
臺
即
扯
雙
旗
︑
放
砲
（
炮
）
挙
火
︑
左
右
隣
臺
壹
斉
接
挙
︒
卑
職
即
稟
崔
吉
当

差
夜
不
収
田
頼
二
等
分
投
走
報
︒
又
挙
沿
辺
擺
撥
夜
不
収
孫
三
漢
禀
報
︑
達
賊
約
有
壹
万
余
騎
︑
亦
従
孫
真
臺
南
北
空
継
進
︑
同
前
賊
径

奔
新
城
屯
李
守
中
等
屯
︑
過
河
往
裏
深
入
︒
隨
差
本
役
禀
報
外
︑
当
蒙
曹
副
総
兵
聞
報
︑
統
領
兵
馬
追
賊
︑
至
土
臺
等
処
与
賊
対
敵
︑
斬

獲
首
級
︒
前
賊
於
未
時
分
︑
従
原
進
墻
口
出
境
去
訖
︒
及
査
在
陣
備
禦
崔
吉
得
獲
達
馬
・
陣
亡
被
傷
軍
丁
・
射
死
官
馬
并
該
管
屯
堡
上
臺

失
脚
跌
死
男
婦
及
擄
去
牛
・
馬
︑
馿
隻
︑
各
姓
名
・
数
目
縁
由
︑
開
呈
到
職
︒
拠
此
︑
縁
係
大
虜
擁
衆
圧
境
︑
官
軍
・
家
丁
奮
勇
血
戦
︑

斬
獲
首
級
︑
得
獲
達
馬
・
夷
器
事
理
︑
擬
□
（
合
）
呈
験
︒
為
此
︑
今
将
前
項
縁
由
合
行
箚
付
本
司
︑
□
（
即
）
便
具
呈
巡
按
山
東
監
察

御
史
于
処
︑
伏
乞
照
詳
施
行
︒
奉
此
︑
理
合
具
呈
施
行
︒
須
至
呈
者
︒
右
呈
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
︒

万
暦
玖
年
肆
月
十
八
（
十
八
は
墨
筆
書
き
入
れ
）
日　

経
歴　

任
梓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
事　

李
梅　

公
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

典
吏
張
国
棟

（
14
） 

﹃
中
国
明
朝
档
案
総
匯
﹄
九
二
―
三
八
﹁
遼
東
都
指
揮
使
司
経
歴
司
為
請
明
捕
捉
逃
故
官
軍
以
利
征
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂・

﹃
明
代
遼
東
档
案
匯
編
﹄
十
八
﹁
遼
東
都
司
経
歴
司
為
請
明
捉
捕
逃
故
官
軍
以
利
征
戦
事
給
巡
按
山
東
監
察
御
史
的
呈
文
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
档

案
は
表
紙
か
ら
見
て
駐
箚
遼
陽
地
方
副
総
兵
官
で
あ
る
曹
簠
が
︑
遼
東
河
東
地
方
の
官
軍
で
逃
故
の
要
因
で
缺
員
と
な
っ
て
い
る
者
が
多
い
が
︑

防
衛
上
︑
憂
慮
す
べ
き
状
態
で
あ
り
︑
逃
故
の
穴
を
確
実
に
埋
め
︑
馬
の
な
い
馬
軍
に
は
馬
の
手
当
を
し
っ
か
り
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
報
告

書
を
遼
東
都
司
経
歴
司
に
送
り
︑
こ
れ
を
受
け
た
本
司
が
万
暦
九
年
四
月
一
日
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
于
応
昌
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
本
稿

の
対
虜
戦
と
は
直
接
的
関
わ
り
が
な
い
の
で
原
文
の
掲
載
を
省
略
し
た
︒

（
15
） 

前
掲
註
（
1
）
参
照
︒

（
16
） 

前
掲
拙
稿
﹁
実
録
と
档
案
の
間
―
明
代
万
暦
初
期
の
事
例
か
ら
―
﹂
及
び
同
﹁
辺
境
紛
争
と
統
治
―
万
暦
九
年
の
遼
東
鎮
﹂︒


